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経

済

産

業

省

と

国

土

交

通

省

の

令

和

８

年

度

税

制

改

正

要

望

の

概

要

が

明

ら

か

に

な

っ

た

。

経

産

省

で

は

新

設

項

目

と

し

て

、

高

付

加

価

値

化

の

た

め

の

大

胆

な

設

備

投

資

を

促

進

す

る

税

制

を

創

設

す

る

こ

と

、

中

小

企

業

に

よ

る

研

究

開

発

に

係

る

設

備

投

資

拡

大

に

向

け

た

所

要

の

措

置

を

創

設

す

る

こ

と

を

掲

げ

て

い

る

。

そ

の

他

、

中

小

企

業

関

係

税

制

で

は

、

事

業

承

継

税

制

に

係

る

特

例

承

継

計

画

の

期

限

延

長

等

、

中

小

企

業

者

等

の

少

額

減

価

償

却

資

産

の

取

得

価

額

の

損

金

算

入

の

特

例

措

置

の

延

長

等

、

食

事

支

給

に

係

る

所

得

税

非

課

税

制

度

の

見

直

し

な

ど

を

要

望

し

て

い

る

。

ま

た

、

国

交

省

で

は

、

住

宅

ロ

ー

ン

減

税

等

に

つ

い

て

、

カ

ー

ボ

ン

ニ

ュ

ー

ト

ラ

ル

な

ど

、

２

０

５

０

年

に

目

指

す

住

生

活

の

実

現

に

向

け

て

、

所

要

の

措

置

を

講

じ

る

と

し

た

。

　

令

和

７

年

末

に

適

用

期

限

を

迎

え

る

住

宅

ロ

ー

ン

減

税

等

に

つ

い

て

、

住

宅

価

格

の

高

騰

等

に

よ

り

住

宅

取

得

環

境

が

厳

し

く

な

る

中

に

お

い

て

も

、

多

様

化

す

る

居

住

ニ

ー

ズ

へ

の

対

応

、

カ

ー

ボ

ン

ニ

ュ

ー

ト

ラ

ル

な

ど

、

２

０

５

０

年

に

目

指

す

住

生

活

の

実

現

に

向

け

て

、

必

要

な

検

討

を

行

い

、

所

要

の

措

置

を

講

じ

る

と

し

た

。

　

７

年

度

末

が

適

用

期

限

の

新

築

住

宅

に

係

る

固

定

資

産

税

の

減

額

措

置

等

に

つ

い

て

は

、

�

年

３

月

�

日

ま

で

２

年

間

の

延

長

と

と

も

に

、

住

宅

ロ

ー

ン

減

税

等

と

同

様

の

観

点

か

ら

、

必

要

な

検

討

を

行

い

、

所

要

の

措

置

を

講

じ

る

と

し

た

。

　

居

住

用

財

産

の

買

換

え

等

に

係

る

特

例

措

置

に

つ

い

て

は

９

年

�

月

�

日

ま

で

２

年

間

の

延

長

、

長

期

保

有

土

地

等

に

係

る

事

業

用

資

産

の

買

換

え

等

の

場

合

の

課

税

の

特

例

措

置

に

つ

い

て

は

�

年

３

月

�

日

ま

で

３

年

間

の

延

長

、

低

未

利

用

土

地

の

利

活

用

促

進

に

向

け

た

長

期

譲

渡

所

得

１

０

０

万

円

控

除

に

つ

い

て

は

�

年

�

月

�

日

ま

で

３

年

間

の

延

長

を

求

め

た

。

　

自

動

車

重

量

税

、

自

動

車

税

等

の

特

例

に

つ

い

て

は

、

現

行

の

特

例

措

置

の

３

年

間

延

長

等

を

要

望

し

た

。

自

動

車

重

量

税

に

お

け

る

エ

コ

カ

ー

減

税

に

つ

い

て

は

、

２

回

免

税

と

な

る

環

境

性

能

の

高

い

車

両

に

つ

い

て

、

新

車

新

規

登

録

後

に

自

動

車

検

査

証

の

記

録

事

項

に

変

更

が

あ

っ

た

場

合

で

も

、

次

回

（

２

回

目

）

の

検

査

時

に

免

税

を

受

け

ら

れ

る

よ

う

、

所

要

の

措

置

を

講

じ

る

と

し

た

。

　

そ

の

ほ

か

に

は

、

観

光

施

策

を

充

実

・

強

化

す

る

た

め

に

必

要

と

な

る

財

源

確

保

策

に

つ

い

て

必

要

な

検

討

を

行

い

、

所

要

の

措

置

を

講

じ

る

と

し

た

。

今

年

６

月

に

閣

議

決

定

さ

れ

た

、

い

わ

ゆ

る

骨

太

の

方

針

で

は

、

令

和

�

年

に

訪

日

外

国

人

旅

行

者

数

６

０

０

０

万

人

、

消

費

額

�

兆

円

の

実

現

を

目

指

し

、

地

方

誘

客

の

促

進

な

ど

、

イ

ン

バ

ウ

ン

ド

拡

大

に

係

る

取

組

み

を

進

め

る

と

し

て

い

る

。

　

高

付

加

価

値

型

の

経

済

・

産

業

構

造

に

転

換

す

る

に

は

、

過

去

最

高

水

準

に

上

昇

し

た

企

業

の

現

預

金

も

活

用

し

な

が

ら

、

国

内

投

資

と

賃

上

げ

を

進

め

て

い

く

こ

と

が

不

可

欠

で

あ

る

な

ど

と

指

摘

。

　

国

内

投

資

の

拡

大

を

通

じ

て

、

日

本

企

業

の

「

稼

ぐ

力

」

を

向

上

さ

せ

、

賃

上

げ

を

含

め

た

好

循

環

を

形

成

す

る

た

め

、

５

年

間

を

集

中

投

資

期

間

と

位

置

づ

け

た

上

で

、

高

付

加

価

値

化

の

た

め

の

大

胆

な

設

備

投

資

を

促

進

す

る

税

制

を

創

設

す

る

こ

と

を

求

め

て

い

る

。

　

さ

ら

に

、

赤

字

や

利

益

が

少

な

い

企

業

も

含

め

た

中

小

企

業

に

お

け

る

研

究

開

発

投

資

を

一

層

後

押

し

し

、

収

益

力

の

向

上

を

図

る

観

点

か

ら

、

中

小

企

業

に

よ

る

研

究

開

発

に

係

る

設

備

投

資

拡

大

に

向

け

、

固

定

資

産

税

に

お

い

て

所

要

の

措

置

を

創

設

す

る

こ

と

を

要

望

。

　

ま

た

、

中

小

企

業

の

積

極

的

な

研

究

開

発

を

促

進

す

る

観

点

か

ら

、

増

減

試

験

研

究

費

割

合

に

応

じ

た

控

除

率

等

の

上

乗

せ

に

つ

い

て

、

時

限

措

置

の

３

年

間

の

延

長

を

行

う

と

と

も

に

、

企

業

の

研

究

開

発

投

資

の

増

加

を

促

す

た

め

の

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

の

強

化

に

向

け

た

見

直

し

を

行

う

こ

と

を

求

め

て

い

る

。

　

経

営

者

の

高

齢

化

の

進

展

等

を

踏

ま

え

、

中

小

企

業

の

事

業

承

継

を

後

押

し

し

、

生

産

性

向

上

・

成

長

を

支

援

す

る

観

点

か

ら

、

法

人

版

（

特

例

措

置

）

お

よ

び

個

人

版

事

業

承

継

税

制

（

贈

与

税

・

相

続

税

と

も

に

１

０

０

％

を

猶

予

）

に

つ

い

て

は

、

承

継

計

画

の

提

出

期

限

延

長

を

行

う

こ

と

、

事

業

承

継

に

よ

る

世

代

交

代

の

停

滞

や

地

域

経

済

の

成

長

へ

の

影

響

に

係

る

懸

念

も

踏

ま

え

、

事

業

承

継

の

在

り

方

に

つ

い

て

検

討

す

る

こ

と

を

求

め

た

。

　

現

状

、

企

業

が

従

業

員

に

提

供

す

る

食

事

に

つ

い

て

、

①

従

業

員

が

食

事

価

額

の

�

％

以

上

を

負

担

し

、

②

企

業

が

負

担

し

た

金

額

が

月

額

３

５

０

０

円

以

下

の

場

合

に

、

食

事

に

係

る

所

得

税

を

非

課

税

と

す

る

制

度

が

存

在

す

る

が

、

昭

和

�

年

代

以

来

、

制

度

の

見

直

し

が

行

わ

れ

て

い

な

い

た

め

、

足

元

の

物

価

上

昇

等

を

踏

ま

え

た

非

課

税

限

度

額

の

引

上

げ

を

行

う

必

要

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

　

中

小

企

業

者

等

の

少

額

減

価

償

却

資

産

の

取

得

価

額

の

損

金

算

入

の

特

例

措

置

に

つ

い

て

は

、

適

用

期

限

を

２

年

間

延

長

す

る

こ

と

に

加

え

、

昨

今

の

経

済

状

況

等

や

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

の

対

応

状

況

な

ど

、

中

小

企

業

者

等

を

取

り

巻

く

環

境

に

配

慮

す

る

た

め

、

取

得

す

る

減

価

償

却

資

産

の

�

万

円

の

基

準

額

の

引

上

げ

な

ど

、

所

要

の

見

直

し

を

行

う

こ

と

を

求

め

て

い

る

。

　

国

境

を

越

え

た

Ｅ

Ｃ

取

引

に

も

言

及

し

て

い

る

。

　

国

境

を

越

え

た

Ｅ

Ｃ

取

引

は

一

般

的

に

は

、

①

国

外

事

業

者

が

、

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

ー

ム

事

業

者

（

Ｐ

Ｆ

）

が

管

理

す

る

国

内

倉

庫

に

一

旦

納

め

た

商

品

を

Ｅ

Ｃ

サ

イ

ト

を

通

じ

て

販

売

す

る

場

合

（

フ

ル

フ

ィ

ル

メ

ン

ト

サ

ー

ビ

ス

）

と

、

②

国

外

事

業

者

か

ら

海

外

直

送

す

る

場

合

の

２

つ

の

形

態

が

存

在

す

る

。

　

①

の

場

合

、

国

外

事

業

者

が

国

内

販

売

に

係

る

消

費

税

の

納

税

義

務

を

負

う

が

、

多

く

の

無

申

告

が

生

じ

て

い

る

可

能

性

が

指

摘

さ

れ

て

い

る

。

　

②

の

場

合

、

国

内

消

費

者

が

そ

の

引

き

取

り

時

に

輸

入

消

費

税

の

納

税

義

務

を

負

う

（

少

額

は

免

税

）

が

、

少

額

な

貨

物

が

免

税

対

象

と

さ

れ

て

お

り

、

こ

れ

ら

の

取

引

に

つ

い

て

国

内

事

業

者

と

の

間

に

競

争

上

の

不

均

衡

が

生

じ

て

い

る

お

そ

れ

が

あ

る

。

　

そ

こ

で

同

省

で

は

、

国

内

外

事

業

者

の

事

業

者

間

に

お

け

る

課

税

の

公

平

性

や

競

争

条

件

の

中

立

性

確

保

の

観

点

か

ら

、

国

境

を

越

え

た

Ｅ

Ｃ

取

引

に

対

す

る

消

費

税

の

課

税

の

在

り

方

に

つ

い

て

検

討

す

る

こ

と

を

求

め

て

い

る

。

令

和

　

年

　

月

　

日
７ ９ １

第３６６４号
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ふ

る

さ

と

納

税

の

仲

介

サ

イ

ト

か

ら

の

ポ

イ

ン

ト

付

与

制

度

が

�

月

か

ら

禁

止

さ

れ

る

。

こ

れ

ま

で

自

治

体

へ

の

寄

付

は

、

返

礼

品

に

加

え

、

仲

介

サ

イ

ト

独

自

の

ポ

イ

ン

ト

制

度

を

通

じ

た

還

元

が

魅

力

の

一

つ

だ

っ

た

。

制

度

見

直

し

で

、

こ

の

お

ま

け

が

消

え

る

の

は

、

少

し

寂

し

い

気

も

す

る

★

た

だ

、

見

方

を

変

え

る

と

、

寄

付

先

を

選

ぶ

際

に

、

単

な

る

特

典

目

当

て

で

は

な

く

、

地

域

の

抱

え

る

課

題

や

振

興

へ

の

貢

献

に

目

を

向

け

る

良

い

き

っ

か

け

と

も

言

え

る

。

返

礼

品

そ

の

も

の

の

質

や

地

域

と

の

つ

な

が

り

が

よ

り

重

要

視

さ

れ

る

よ

う

に

な

る

だ

ろ

う

。

行

政

に

は

、

今

ま

で

以

上

に

地

域

価

値

を

伝

え

る

工

夫

が

求

め

ら

れ

る

。

ポ

イ

ン

ト

付

与

の

禁

止

が

結

果

的

に

、

ふ

る

さ

と

納

税

が

よ

り

健

全

か

つ

本

質

的

な

も

の

へ

と

進

化

し

て

い

っ

て

ほ

し

い

も

の

だ

★

と

は

い

え

、

ふ

る

さ

と

納

税

を

少

し

で

も

お

得

に

利

用

し

た

い

方

は

、

お

早

め

に

。

（

Ｏ

）

　

中

小

企

業

庁

が

設

置

し

た

中

小

企

業

の

親

族

内

承

継

に

関

す

る

検

討

会

（

座

長

＝

柳

川

範

之

東

京

大

学

大

学

院

教

授

）

は

８

月

�

日

、

事

業

承

継

税

制

の

今

後

の

方

向

性

を

含

む

中

間

取

り

ま

と

め

案

を

示

し

た

。

同

税

制

の

特

例

措

置

の

適

用

期

限

が

令

和

９

年

�

月

末

に

迫

っ

て

き

て

い

る

こ

と

な

ど

に

対

応

す

る

も

の

で

、

猶

予

対

象

株

式

を

最

大

３

分

の

２

と

し

た

こ

と

で

一

般

措

置

の

活

用

が

進

ま

ず

、

同

制

限

を

撤

廃

し

た

特

例

措

置

の

創

設

に

つ

な

が

っ

た

こ

と

を

考

慮

し

、

特

例

措

置

の

適

用

期

限

到

来

後

も

猶

予

対

象

株

式

を

適

正

な

水

準

に

引

き

上

げ

る

方

向

で

検

討

を

す

べ

き

な

ど

と

し

て

い

る

。

　

令

和

５

年

�

月

１

日

に

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

が

導

入

さ

れ

て

約

２

年

が

経

過

し

た

。

イ

ン

ボ

イ

ス

導

入

に

際

し

て

、

新

た

に

課

税

事

業

者

と

な

っ

た

小

規

模

事

業

者

に

対

す

る

負

担

経

過

措

置

と

し

て

い

わ

ゆ

る

「

２

割

特

例

」

や

免

税

事

業

者

か

ら

の

仕

入

れ

で

あ

っ

て

も

制

度

開

始

後

６

年

間

は

仕

入

税

額

相

当

額

の

一

定

割

合

を

控

除

可

能

と

す

る

経

過

措

置

な

ど

が

設

け

ら

れ

た

。

こ

れ

ら

の

う

ち

、

２

割

特

例

は

８

年

９

月

�

日

ま

で

の

日

の

属

す

る

課

税

期

間

で

、

免

税

事

業

者

か

ら

の

仕

入

れ

に

つ

き

８

割

控

除

を

認

め

る

措

置

（

８

割

控

除

）

は

８

年

９

月

�

日

ま

で

（

同

日

以

後

は

�

年

９

月

�

日

ま

で

５

割

控

除

に

）

で

適

用

期

限

が

切

れ

る

こ

と

に

な

っ

て

い

る

が

、

一

部

で

期

限

の

延

長

を

求

め

る

声

が

上

が

っ

て

い

る

。

　

２

割

特

例

は

、

イ

ン

ボ

イ

ス

導

入

を

機

に

免

税

事

業

者

か

ら

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

と

し

て

課

税

事

業

者

に

な

っ

た

者

に

つ

い

て

、

納

付

税

額

を

売

上

げ

に

係

る

消

費

税

額

の

２

割

に

す

る

こ

と

が

で

き

る

特

例

。

通

常

の

計

算

方

式

（

一

般

課

税

、

簡

易

課

税

）

で

求

め

た

消

費

税

額

と

選

択

が

可

能

に

な

っ

て

い

る

。

ま

た

、

８

割

控

除

は

、

イ

ン

ボ

イ

ス

導

入

後

は

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

以

外

の

者

か

ら

の

課

税

仕

入

れ

は

仕

入

税

額

控

除

を

行

う

こ

と

が

で

き

な

い

の

が

原

則

だ

が

、

イ

ン

ボ

イ

ス

を

発

行

で

き

な

い

免

税

事

業

者

等

か

ら

の

課

税

仕

入

れ

で

あ

っ

て

も

当

初

３

年

間

は

８

割

、

そ

の

後

３

年

間

は

５

割

を

仕

入

税

額

と

み

な

し

て

控

除

で

き

る

も

の

。

　

こ

れ

ら

に

つ

い

て

、

日

本

税

理

士

会

連

合

会

は

８

年

度

税

制

改

正

に

関

す

る

建

議

書

の

中

で

「

制

度

へ

の

深

い

理

解

と

、

価

格

転

嫁

の

円

滑

化

に

は

ま

だ

時

間

が

必

要

」

と

指

摘

し

た

上

で

、

２

割

特

例

に

つ

い

て

は

極

め

て

小

規

模

な

事

業

者

へ

の

経

過

措

置

と

し

て

有

効

で

８

年

�

月

以

降

も

継

続

す

べ

き

。

ま

た

、

８

割

控

除

に

つ

い

て

も

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

登

録

を

し

て

い

な

い

者

の

取

引

排

除

の

最

小

化

と

い

う

公

正

な

取

引

を

確

保

す

る

見

地

か

ら

も

現

時

点

で

は

有

効

と

し

、

５

割

に

引

き

下

げ

る

こ

と

は

妥

当

で

な

く

、

現

在

の

水

準

を

継

続

す

べ

き

と

し

た

。

　

全

国

間

税

会

総

連

合

会

も

そ

れ

ぞ

れ

適

用

期

限

の

延

長

の

検

討

を

求

め

て

い

る

（

８

月

�

日

号

３

面

参

照

）

。

　

仮

に

こ

れ

ら

の

期

限

を

延

長

す

る

場

合

、

そ

れ

ぞ

れ

法

改

正

が

必

要

と

な

り

、

現

行

の

期

限

が

８

年

９

月

�

日

と

な

っ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

８

年

度

税

制

改

正

で

見

直

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

　

イ

ン

ボ

イ

ス

を

巡

っ

て

は

野

党

第

一

党

の

立

憲

民

主

党

を

は

じ

め

多

く

の

野

党

が

制

度

の

廃

止

を

求

め

て

い

る

。

自

民

、

公

明

の

与

党

が

衆

参

で

過

半

数

割

れ

し

、

与

党

の

み

で

は

各

種

法

案

を

成

立

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

な

い

状

況

の

中

で

、

８

年

度

税

制

改

正

で

は

経

過

措

置

の

延

長

の

み

な

ら

ず

、

イ

ン

ボ

イ

ス

の

存

続

そ

の

も

の

が

取

り

沙

汰

さ

れ

る

可

能

性

も

あ

る

。

　

事

業

承

継

税

制

を

巡

る

足

も

と

の

情

勢

に

つ

い

て

は

、

特

例

措

置

の

導

入

後

は

一

般

措

置

に

比

べ

て

格

段

に

利

用

件

数

が

増

え

て

い

る

と

分

析

。

た

だ

、

同

税

制

を

潜

在

的

に

活

用

す

る

メ

リ

ッ

ト

が

あ

る

層

は

年

間

約

１

万

１

０

０

０

～

１

万

２

０

０

０

社

程

度

存

在

す

る

と

推

計

さ

れ

る

も

の

の

、

現

行

の

活

用

者

は

そ

の

４

分

の

１

か

ら

３

分

の

１

程

度

と

考

え

ら

れ

る

た

め

、

依

然

と

し

て

税

制

の

活

用

を

躊

躇

し

て

い

る

者

が

存

在

し

て

い

る

と

し

た

。

　

こ

う

し

た

こ

と

を

踏

ま

え

、

要

件

の

煩

雑

さ

か

ら

同

税

制

が

潜

在

利

用

層

に

と

っ

て

の

選

択

肢

に

な

り

に

く

い

可

能

性

が

あ

る

こ

と

や

、

将

来

の

不

確

実

性

を

憂

慮

す

る

経

営

者

層

か

ら

は

納

税

猶

予

期

間

が

長

期

に

わ

た

る

点

に

対

す

る

懸

念

も

あ

る

な

ど

と

指

摘

。

特

例

措

置

の

適

用

期

限

が

到

来

す

る

こ

と

を

契

機

に

、

よ

り

使

い

や

す

い

税

制

へ

の

改

正

が

望

ま

れ

て

い

る

と

し

た

。

　

具

体

的

に

は

、

①

猶

予

対

象

株

式

数

、

②

猶

予

割

合

（

贈

与

と

相

続

の

差

）

、

③

猶

予

措

置

の

あ

り

方

、

④

雇

用

確

保

要

件

、

⑤

企

業

の

成

長

お

よ

び

ガ

バ

ナ

ン

ス

、

⑥

海

外

子

会

社

の

取

扱

い

、

⑦

そ

の

他

の

論

点

に

つ

い

て

、

そ

れ

ぞ

れ

方

向

性

を

示

し

た

。

　

こ

の

う

ち

、

①

で

は

特

例

措

置

の

適

用

期

限

到

来

後

も

残

る

こ

と

に

な

る

一

般

措

置

を

念

頭

に

、

猶

予

対

象

株

式

の

適

正

な

水

準

へ

の

引

上

げ

の

検

討

を

、

②

で

は

一

般

措

置

が

贈

与

税

の

１

０

０

％

猶

予

、

相

続

税

の

�

％

猶

予

と

し

て

い

る

点

（

特

例

措

置

は

い

ず

れ

も

１

０

０

％

猶

予

）

に

つ

き

、

相

続

の

場

合

の

猶

予

割

合

の

適

切

な

検

討

を

、

③

で

は

評

価

減

制

度

の

可

能

性

を

追

求

す

る

こ

と

や

、

例

え

ば

�

年

間

事

業

を

継

続

す

れ

ば

免

除

と

な

る

等

の

工

夫

の

検

討

を

、

④

で

は

追

加

的

な

政

策

目

的

と

し

て

例

え

ば

従

業

員

の

賃

上

げ

や

企

業

と

し

て

の

成

長

に

向

け

た

取

組

み

を

評

価

す

る

観

点

等

も

考

慮

の

う

え

で

要

件

の

あ

り

方

の

検

討

を

、

⑦

で

は

報

告

手

続

き

の

簡

素

化

な

ど

の

検

討

を

そ

れ

ぞ

れ

求

め

て

い

る

。

　

他

方

、

一

部

の

企

業

で

資

産

を

節

税

対

策

に

投

じ

る

こ

と

で

株

価

圧

縮

を

図

る

よ

う

な

ケ

ー

ス

も

散

見

さ

れ

、

こ

う

し

た

望

ま

し

い

と

は

い

え

な

い

企

業

行

動

へ

の

誘

因

を

是

正

す

る

方

策

に

つ

い

て

検

討

を

進

め

る

必

要

が

あ

る

な

ど

と

し

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

８

月

�

日

、

令

和

７

年

分

路

線

価

図

等

の

正

誤

表

を

公

表

し

た

。

対

象

と

な

る

地

域

は

、

大

阪

国

税

局

管

内

の

奈

良

県

の

６

市

３

町

で

、

次

の

と

お

り

。

【

奈

良

税

務

署

】

生

駒

市

、

大

和

郡

山

市

、

生

駒

郡

斑

鳩

町

、

生

駒

郡

平

群

町

【

�

城

税

務

署

】

橿

原

市

、

香

芝

市

、

大

和

高

田

市

、

北

葛

城

郡

王

寺

町

、

【

桜

井

税

務

署

】

宇

陀

市　

路

線

価

図

等

の

正

誤

表

は

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　国税庁は今月�日に給与支払者向

け所得税の基礎控除の見直し等に関

するコールセンターを開設する。開

設期間は来年１月�日までを予定。

　令和７年度税制改正に伴い実施さ

れることになった所得税の基礎控除

や給与所得控除の見直し、特定親族

特別控除の創設に関する給与の源泉

徴収についての一般的な質問や相談

に応じる。

　同コールセンターの電話番号は０５

７０―�―４５６２で、午前９時から午後

５時まで質問等を受け付ける（土日

祝日および�月�日から１月３日を

除く）。

　

国

税

庁

は

８

月

�

日

、

令

和

６

年

度

の

租

税

滞

納

状

況

の

概

要

を

公

表

し

た

。

そ

れ

に

よ

る

と

、

滞

納

残

高

は

前

年

度

比

４

・

７

％

増

の

９

７

１

４

億

円

で

５

年

連

続

の

増

加

と

な

っ

た

。

６

年

度

の

新

規

発

生

滞

納

額

は

同

�

・

１

％

増

の

９

９

２

５

億

円

、

整

理

済

額

は

同

�

・

７

％

増

の

９

４

８

８

億

円

と

、

と

も

に

２

割

以

上

増

加

し

た

。

６

年

度

の

税

収

額

が

、

前

年

度

の

過

去

最

高

額

を

更

新

し

た

こ

と

に

よ

り

、

徴

収

決

定

済

額

も

前

年

度

よ

り

１

兆

５

０

１

３

億

円

多

い

�

兆

１

５

４

４

億

円

（

１

・

９

％

増

）

と

大

き

く

増

加

。

こ

れ

に

比

例

し

て

新

規

発

生

滞

納

額

も

増

加

し

、

整

理

済

額

を

上

回

っ

た

た

め

滞

納

残

高

が

増

加

し

た

。

滞

納

発

生

割

合

（

徴

収

決

定

済

額

に

占

め

る

新

規

滞

納

発

生

額

の

割

合

）

は

、

前

年

度

よ

り

０

・

２

㌽

増

の

１

・

２

％

と

な

っ

て

い

る

。

　

滞

納

残

高

を

税

目

別

に

多

い

順

番

か

ら

見

る

と

、

消

費

税

が

３

９

５

６

億

円

（

前

年

度

比

�

・

５

％

増

）

、

申

告

所

得

税

が

２

７

０

８

億

円

（

同

１

・

０

％

増

）

、

法

人

税

が

１

３

１

８

億

円

（

同

６

・

８

％

増

）

、

源

泉

所

得

税

が

１

１

２

９

億

円

（

同

０

・

４

％

減

）

、

相

続

税

が

４

９

９

億

円

（

同

�

・

８

％

減

）

、

そ

の

他

税

目

（

地

方

法

人

税

、

酒

税

、

印

紙

税

）

が

１

０

５

億

円

（

同

�

・

７

％

増

）

と

な

っ

て

い

る

。

　

消

費

税

は

、

６

年

度

に

新

規

課

税

事

業

者

（

個

人

）

と

な

っ

た

納

税

者

の

滞

納

発

生

割

合

は

９

・

４

％

（

税

額

ベ

ー

ス

）

で

、

�

％

弱

は

期

限

内

に

納

付

し

て

い

る

。

消

費

税

課

税

事

業

者

全

体

（

個

人

）

の

滞

納

発

生

割

合

が

７

・

６

％

（

税

額

ベ

ー

ス

）

で

、

�

～

�

％

が

期

限

内

納

付

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

同

庁

は

「

課

税

事

業

者

全

体

と

新

規

の

滞

納

発

生

割

合

の

差

は

、

ほ

と

ん

ど

な

い

」

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

同

庁

で

は

、

滞

納

の

未

然

防

止

お

よ

び

滞

納

と

な

っ

た

国

税

の

早

期

徴

収

に

努

め

て

い

る

。

滞

納

整

理

状

況

を

見

て

み

る

と

、

例

え

ば

５

年

度

の

徴

収

決

定

済

額

�

兆

６

５

３

１

億

円

の

う

ち

、

�

・

０

％

の

�

兆

８

５

３

４

億

円

が

滞

納

に

な

る

こ

と

な

く

納

付

さ

れ

た

。

徴

収

決

定

済

額

の

１

・

０

％

に

当

た

る

７

９

９

７

億

円

が

新

規

に

発

生

し

た

滞

納

で

、

こ

の

う

ち

８

割

の

６

７

５

４

億

円

が

５

・

６

年

度

に

整

理

済

み

と

な

り

、

滞

納

残

高

は

２

割

弱

の

１

２

４

３

億

円

と

な

っ

て

い

る

。

　

同

庁

で

は

、

新

規

に

発

生

し

た

滞

納

事

案

の

早

期

徴

収

の

取

組

み

と

し

て

、

納

税

コ

ー

ル

セ

ン

タ

ー

で

、

滞

納

者

の

過

去

の

架

電

履

歴

等

を

分

析

し

、

曜

日

・

時

間

ご

と

に

応

答

予

測

を

す

る

Ａ

Ｉ

コ

ー

ル

リ

ス

ト

を

活

用

し

た

電

話

催

告

を

実

施

。

　

６

年

７

月

か

ら

７

年

６

月

末

ま

で

に

各

国

税

局

（

所

）

の

納

税

コ

ー

ル

セ

ン

タ

ー

で

、

催

告

対

象

と

な

っ

た

１

０

９

万

４

０

０

０

者

の

う

ち

、

「

完

納

」

に

至

っ

た

の

は

全

体

の

�

・

２

％

の

�

万

１

０

０

０

者

、

「

納

付

誓

約

中

」

の

者

が

同

９

・

８

％

の

�

万

７

０

０

０

者

と

、

「

完

納

」

「

納

付

誓

約

」

が

全

体

の

約

８

割

を

占

め

る

。

こ

の

ほ

か

、

電

話

が

繋

が

ら

な

か

っ

た

こ

と

な

ど

を

理

由

に

「

署

へ

返

戻

」

さ

れ

た

も

の

が

同

�

・

７

％

の

�

万

８

０

０

０

者

、

「

催

告

中

」

が

同

５

・

３

％

の

５

万

８

０

０

０

者

だ

っ

た

。

　

国

税

庁

は

８

月

�

日

、

悪

質

・

処

理

困

難

な

滞

納

事

案

の

整

理

促

進

に

関

す

る

取

組

み

と

し

て

「

令

和

６

年

度

の

原

告

訴

訟

の

提

起

お

よ

び

滞

納

処

分

免

脱

罪

に

よ

る

告

発

な

ど

の

状

況

」

を

公

表

し

た

。

　

同

庁

は

、

通

常

の

滞

納

整

理

の

手

法

で

は

処

理

進

展

が

図

ら

れ

な

い

事

案

は

、

国

が

滞

納

者

か

ら

第

三

者

に

対

す

る

財

産

の

贈

与

な

ど

、

債

権

者

（

国

）

を

害

す

る

行

為

（

詐

害

行

為

）

の

効

力

を

否

定

し

て

滞

納

者

か

ら

離

脱

し

た

財

産

を

そ

の

第

三

者

か

ら

取

り

戻

し

て

差

押

を

す

る

「

詐

害

行

為

取

消

訴

訟

」

等

を

提

起

す

る

な

ど

訴

訟

的

手

法

を

活

用

し

た

滞

納

整

理

に

取

り

組

ん

で

い

る

。

６

年

度

は

１

４

７

件

（

前

年

度

１

３

９

件

）

の

原

告

訴

訟

を

提

起

。

原

告

訴

訟

事

件

の

内

訳

を

見

る

と

、

「

名

義

変

更

詐

害

行

為

」

が

４

件

（

同

２

件

）

、

「

差

押

債

権

取

立

」

が

７

件

（

同

７

件

）

、

「

供

託

金

取

立

等

」

が

５

件

（

同

１

件

）

、

「

そ

の

他

（

債

権

届

出

等

）

」

が

１

３

１

件

（

同

１

２

９

件

）

だ

っ

た

。

　

前

年

度

か

ら

審

理

中

の

事

案

�

件

と

合

わ

せ

た

１

８

１

件

の

う

ち

、

１

４

４

件

が

終

結

。

国

側

が

勝

訴

し

た

も

の

が

�

件

（

同

�

件

）

、

国

側

の

全

部

敗

訴

が

１

件

（

同

な

し

）

、

取

下

げ

が

６

件

（

同

７

件

）

、

和

解

が

１

件

、

裁

判

所

が

決

定

済

み

の

も

の

や

届

出

の

み

の

も

の

な

ど

が

１

２

１

件

（

同

１

２

３

件

）

と

な

っ

て

い

る

。

全

部

敗

訴

し

た

も

の

は

差

押

債

権

取

立

請

求

訴

訟

で

、

滞

納

国

税

が

完

納

済

み

と

な

り

差

押

を

解

除

し

た

こ

と

で

、

訴

訟

要

件

を

欠

い

た

た

め

全

部

敗

訴

と

な

っ

た

。

　

ま

た

、

同

庁

で

は

、

財

産

の

隠

ぺ

い

な

ど

に

よ

り

国

税

の

徴

収

を

免

れ

よ

う

と

す

る

悪

質

な

事

案

に

対

し

て

は

、

「

滞

納

処

分

免

脱

罪

」

の

告

発

を

行

う

な

ど

厳

正

に

対

処

し

て

い

る

。

　

６

年

度

に

告

発

し

た

件

数

は

６

件

（

同

８

件

）

で

、

告

発

し

た

自

然

人

お

よ

び

法

人

の

実

人

員

は

８

人

（

社

）

（

同

�

人

（

社

）

）

。

８

人

（

社

）

の

う

ち

６

人

（

社

）

（

同

�

人

（

社

）

）

を

起

訴

し

た

。

　

刑

が

確

定

し

た

の

は

５

人

（

社

）

で

、

罰

金

刑

も

併

せ

て

執

行

猶

予

付

き

懲

役

刑

が

科

さ

れ

た

の

が

２

人

（

社

）

、

罰

金

刑

が

３

人

（

社

）

と

な

っ

て

い

る

。

　

こ

の

ほ

か

、

海

外

へ

の

財

産

の

移

転

な

ど

に

よ

る

国

際

的

な

滞

納

事

案

に

対

し

て

も

、

租

税

条

約

に

基

づ

く

徴

収

共

助

の

要

請

を

行

う

な

ど

、

積

極

的

に

取

り

組

ん

で

い

る

。

　

６

事

務

年

度

に

、

日

本

か

ら

徴

収

共

助

を

要

請

し

た

件

数

は

�

件

（

同

�

件

）

で

、

６

事

務

年

度

に

徴

収

し

た

金

額

は

約

４

７

０

０

万

円

（

同

約

５

０

０

０

万

円

）

だ

っ

た

。

　

こ

の

よ

う

な

滞

納

処

分

の

事

例

は

、

次

の

通

り

（

電

子

版

は

全

事

例

を

掲

載

し

て

お

り

ま

す

）

。

【

滞

納

処

分

免

脱

罪

に

よ

り

告

発

し

た

事

例

（

東

京

局

管

内

）

】

　

国

税

当

局

（

徴

収

職

員

）

は

、

滞

納

法

人

の

代

表

者

に

対

し

、

納

付

が

な

い

場

合

は

財

産

を

差

し

押

さ

え

る

こ

と

を

予

告

し

た

。

　

代

表

者

は

、

代

表

者

が

実

質

経

営

者

で

あ

る

関

連

法

人

に

対

し

、

滞

納

法

人

が

所

有

す

る

自

動

車

�

台

等

（

時

価

４

２

２

０

万

円

相

当

）

を

代

金

３

０

０

万

円

で

売

却

。

国

税

当

局

は

、

こ

の

売

却

行

為

は

滞

納

法

人

に

対

す

る

滞

納

処

分

の

執

行

を

免

れ

る

目

的

で

さ

れ

た

国

に

不

利

益

な

財

産

の

処

分

に

該

当

す

る

と

判

断

し

、

代

表

者

を

国

税

徴

収

法

違

反

（

滞

納

処

分

免

脱

罪

）

で

告

発

し

た

。

代

表

者

は

、

罰

金

刑

１

０

０

万

円

が

科

さ

れ

た

。

　

総

務

省

の

地

方

税

制

の

あ

り

方

に

関

す

る

検

討

会

は

８

月

�

日

、

第

７

回

会

合

を

開

催

し

た

。

前

回

に

引

き

続

き

、

東

京

一

極

集

中

に

よ

り

、

拡

大

し

つ

つ

あ

る

地

方

公

共

団

体

間

の

税

収

の

偏

在

や

財

政

力

格

差

の

状

況

に

つ

い

て

、

原

因

や

課

題

を

分

析

し

、

税

源

の

偏

在

性

が

小

さ

く

税

収

が

安

定

的

な

地

方

税

体

系

の

構

築

に

向

け

た

議

論

が

行

わ

れ

た

。

　

当

日

は

、

地

方

関

係

団

体

の

全

国

知

事

会

、

全

国

市

長

会

、

全

国

町

村

会

、

指

定

都

市

市

長

会

、

経

済

団

体

等

の

日

本

経

済

団

体

連

合

会

、

情

報

サ

ー

ビ

ス

産

業

協

会

か

ら

ヒ

ア

リ

ン

グ

が

行

わ

れ

た

。

　

全

国

知

事

会

の

資

料

に

お

け

る

意

見

例

で

は

、

一

般

財

源

全

体

に

お

け

る

東

京

都

の

シ

ェ

ア

は

、

令

和

元

年

を

ピ

ー

ク

に

今

の

偏

在

是

正

が

行

わ

れ

た

が

、

こ

こ

５

年

で

ま

た

上

が

り

、

当

時

の

水

準

と

同

じ

く

ら

い

に

な

っ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

偏

在

是

正

の

議

論

を

す

る

時

期

に

き

て

い

る

な

ど

と

し

て

い

る

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

デ

ジ

タ

ル

庁

は

８

月

�

日

、

事

業

者

の

デ

ジ

タ

ル

化

等

に

係

る

関

係

省

庁

等

連

絡

会

議

の

第

８

回

会

合

（

８

月

４

日

開

催

）

の

資

料

等

を

公

表

し

た

。

そ

の

中

で

、

Ｇ

ビ

ズ

Ｉ

Ｄ

と

連

携

し

た

事

業

者

向

け

行

政

サ

ー

ビ

ス

の

窓

口

と

な

る

ポ

ー

タ

ル

サ

イ

ト

の

検

討

状

況

が

示

さ

れ

て

お

り

、

名

称

は

「

Ｇ

ビ

ズ

ポ

ー

タ

ル

（

仮

）

」

で

、

令

和

８

年

２

月

に

実

証

版

を

リ

リ

ー

ス

す

る

予

定

と

な

っ

て

い

る

。

個

人

が

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

利

用

し

て

行

政

手

続

き

を

行

う

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

の

事

業

者

版

と

な

る

。

各

種

の

行

政

手

続

シ

ス

テ

ム

に

ワ

ン

ス

ト

ッ

プ

で

ア

ク

セ

ス

し

、

各

省

庁

か

ら

の

さ

ま

ざ

な

通

知

等

を

統

一

的

に

受

け

取

る

こ

と

が

で

き

る

と

し

て

い

る

。

実

証

版

の

リ

リ

ー

ス

後

は

、

８

年

の

９

月

、

�

月

頃

に

改

善

版

、

８

年

度

末

に

正

式

版

を

リ

リ

ー

ス

す

る

予

定

と

な

っ

て

い

る

。

　

経

産

省

は

８

月

�

日

、

令

和

６

年

度

電

子

商

取

引

に

関

す

る

市

場

調

査

の

結

果

を

公

表

し

た

。

そ

れ

に

よ

る

と

、

６

年

の

日

本

国

内

に

お

け

る

消

費

者

向

け

電

子

商

取

引

（

Ｂ

ｔ

ｏ

Ｃ

の

Ｅ

Ｃ

）

の

市

場

規

模

は

、

前

年

比

５

・

１

％

増

の

�

兆

円

に

拡

大

し

た

。

企

業

間

電

子

商

取

引

（

Ｂ

ｔ

ｏ

Ｂ

の

Ｅ

Ｃ

）

の

市

場

規

模

は

、

同

�

・

６

％

増

の

５

１

４

兆

円

に

増

加

し

た

。

　

Ｂ

ｔ

ｏ

Ｃ

の

Ｅ

Ｃ

市

場

規

模

を

分

野

別

に

み

る

と

、

物

販

系

分

野

が

同

３

・

７

％

増

の

�

兆

２

１

９

４

億

円

、

サ

ー

ビ

ス

系

分

野

が

同

９

・

４

％

増

の

８

兆

２

２

５

６

億

円

、

デ

ジ

タ

ル

系

分

野

が

１

・

０

％

増

の

２

兆

６

７

７

６

億

円

と

な

っ

て

い

る

。

　

物

販

系

分

野

の

内

訳

は

、

「

食

品

、

飲

料

、

酒

類

」

が

３

兆

１

１

６

３

億

円

、

「

生

活

家

電

・

Ａ

Ｖ

機

器

・

Ｐ

Ｃ

・

周

辺

機

器

等

」

が

２

兆

７

４

４

３

億

円

、

「

衣

類

・

服

装

雑

貨

等

が

２

兆

７

９

８

０

億

円

、

「

生

活

雑

貨

、

家

具

、

イ

ン

テ

リ

ア

」

が

２

兆

５

６

１

６

億

円

な

ど

と

な

っ

て

い

る

。

　

サ

ー

ビ

ス

系

分

野

で

は

、

「

旅

行

サ

ー

ビ

ス

」

が

３

兆

５

２

４

９

億

円

と

大

き

な

割

合

を

占

め

て

い

る

。

　

デ

ジ

タ

ル

系

分

野

で

は

、

「

オ

ン

ラ

イ

ン

ゲ

ー

ム

」

が

１

兆

２

５

５

３

億

円

で

大

き

な

割

合

を

占

め

て

い

る

が

、

市

場

規

模

は

前

年

と

比

べ

て

０

・

５

％

減

で

、

ほ

ぼ

横

ば

い

と

な

っ

て

い

る

。

　

近

年

、

急

速

に

拡

大

し

て

い

る

個

人

間

電

子

商

取

引

（

Ｃ

ｔ

ｏ

Ｃ

の

Ｅ

Ｃ

）

の

市

場

規

模

に

つ

い

て

は

、

同

１

・

８

％

増

の

２

兆

５

２

６

９

億

円

と

推

計

さ

れ

る

と

し

た

。

　

そ

の

ほ

か

に

、

日

本

・

米

国

・

中

国

の

３

か

国

間

に

お

け

る

越

境

Ｅ

Ｃ

の

市

場

規

模

は

、

い

ず

れ

の

国

の

間

で

も

増

加

し

て

い

る

と

し

た

。

中

国

消

費

者

に

よ

る

日

本

事

業

者

か

ら

の

越

境

Ｅ

Ｃ

購

入

額

は

同

８

・

５

％

増

の

２

兆

６

３

７

２

億

円

、

米

国

事

業

者

か

ら

の

越

境

Ｅ

Ｃ

購

入

額

は

同

６

・

０

％

増

の

３

兆

１

３

９

７

億

円

と

な

っ

て

お

り

、

昨

年

に

引

き

続

き

増

加

し

て

い

る

と

し

た

。

　

ま

た

、

Ｅ

Ｃ

化

率

に

つ

い

て

は

、

Ｂ

ｔ

ｏ

Ｃ

の

Ｅ

Ｃ

で

同

０

・

４

㌽

増

の

９

・

８

％

、

Ｂ

ｔ

ｏ

Ｂ

の

Ｅ

Ｃ

で

同

３

・

１

㌽

増

の

�

・

１

％

と

増

加

傾

向

に

あ

り

、

商

取

引

の

電

子

化

が

引

き

続

き

進

展

し

て

い

る

と

し

た

。

Ｅ

Ｃ

化

率

と

は

、

す

べ

て

の

商

取

引

金

額

（

商

取

引

市

場

規

模

）

に

対

す

る

、

電

子

商

取

引

市

場

規

模

の

割

合

を

指

す

と

し

て

い

る

。

　

Ｇ

ビ

ズ

ポ

ー

タ

ル

で

は

、

事

業

者

が

必

要

な

情

報

に

気

づ

き

、

完

結

す

る

ま

で

の

一

連

の

ア

ク

シ

ョ

ン

を

サ

ポ

ー

ト

す

る

機

能

が

提

供

さ

れ

る

。

　

具

体

的

に

は

、

①

横

断

的

な

手

続

情

報

の

検

索

、

②

ガ

イ

ド

ジ

ャ

ー

ニ

ー

の

整

備

、

③

電

子

ロ

ッ

カ

ー

機

能

の

提

供

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

①

で

は

、

行

政

手

続

棚

卸

調

査

等

の

情

報

を

も

と

に

、

各

手

続

情

報

を

横

断

的

に

検

索

、

案

内

可

能

に

な

る

と

し

て

い

る

。

行

政

手

続

棚

卸

調

査

と

は

、

オ

ン

ラ

イ

ン

化

に

向

け

た

業

務

の

見

直

し

や

オ

ン

ラ

イ

ン

化

等

に

よ

り

行

政

サ

ー

ビ

ス

全

体

の

利

便

性

向

上

を

進

め

る

に

あ

た

り

、

行

政

手

続

等

の

実

態

を

詳

細

に

把

握

す

る

た

め

の

調

査

と

な

っ

て

い

る

。

　

②

の

ガ

イ

ド

ジ

ャ

ー

ニ

ー

の

整

備

で

は

、

事

業

者

の

業

種

や

シ

チ

ュ

エ

ー

シ

ョ

ン

に

合

わ

せ

て

、

必

要

な

行

政

手

続

を

順

番

に

行

え

る

よ

う

な

ガ

イ

ド

を

整

備

し

、

利

用

者

が

何

を

す

べ

き

か

迷

わ

な

い

よ

う

な

機

能

を

提

供

す

る

と

し

て

い

る

。

例

え

ば

、

「

新

し

く

事

業

を

始

め

た

い

」

と

い

っ

た

利

用

ケ

ー

ス

に

応

じ

て

、

必

要

な

手

続

き

と

な

る

複

数

省

庁

の

行

政

手

続

き

や

補

助

金

の

流

れ

が

表

現

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

　

③

の

電

子

ロ

ッ

カ

ー

は

、

補

助

金

等

の

申

請

に

必

要

な

添

付

書

類

を

、

ク

ラ

ウ

ド

上

の

保

管

場

所

に

保

存

で

き

る

も

の

。

士

業

者

や

審

査

者

へ

の

相

談

に

つ

い

て

、

電

子

ロ

ッ

カ

ー

上

の

フ

ァ

イ

ル

で

閲

覧

・

や

り

取

り

が

可

能

に

な

る

。

ま

た

、

メ

ー

ル

で

の

申

請

や

り

と

り

の

代

替

方

法

と

し

て

も

利

用

で

き

る

機

能

を

提

供

す

る

予

定

と

し

て

い

る

。

　

Ｇ

ビ

ズ

ポ

ー

タ

ル

に

お

け

る

事

業

者

の

認

証

に

は

、

Ｇ

ビ

ズ

Ｉ

Ｄ

を

使

用

す

る

。

Ｇ

ビ

ズ

Ｉ

Ｄ

は

、

事

業

者

（

法

人

・

個

人

事

業

主

）

が

一

度

ア

カ

ウ

ン

ト

を

取

得

す

る

と

、

国

・

自

治

体

等

が

提

供

す

る

２

２

０

以

上

の

ウ

ェ

ブ

サ

イ

ト

（

補

助

金

申

請

シ

ス

テ

ム

等

）

に

ロ

グ

イ

ン

で

き

る

認

証

サ

ー

ビ

ス

で

、

７

年

７

月

末

時

点

で

登

録

ユ

ー

ザ

ー

数

は

約

１

３

４

万

者

と

な

っ

て

い

る

。

　

な

お

、

同

会

合

で

は

、

Ｇ

ビ

ズ

ポ

ー

タ

ル

の

検

討

状

況

の

ほ

か

、

Ｇ

ビ

ズ

Ｉ

Ｄ

に

お

け

る

委

任

機

能

の

拡

充

等

や

７

年

度

に

お

け

る

Ｊ

グ

ラ

ン

ツ

機

能

拡

充

の

主

な

ポ

イ

ン

ト

な

ど

も

示

さ

れ

て

い

る

。

　

令

和

６

年

５

月

に

法

改

正

が

行

わ

れ

た

育

児

・

介

護

休

業

法

の

内

容

に

う

ち

、

柔

軟

な

働

き

方

を

実

現

す

る

た

め

の

措

置

等

と

仕

事

と

育

児

の

両

立

に

関

す

る

個

別

の

意

向

聴

取

・

配

慮

が

�

月

１

日

に

施

行

さ

れ

る

。

い

ず

れ

も

全

企

業

が

対

象

と

な

る

。

就

業

規

則

等

の

見

直

し

が

必

要

と

な

る

項

目

も

あ

り

、

ま

だ

対

応

に

着

手

し

て

い

な

い

企

業

は

早

期

の

対

応

が

求

め

ら

れ

る

。

　

こ

れ

ら

の

う

ち

、

柔

軟

な

働

き

方

を

実

現

す

る

た

め

の

措

置

等

は

大

き

く

、

育

児

期

の

柔

軟

な

働

き

方

を

実

現

す

る

た

め

の

措

置

と

柔

軟

な

働

き

方

を

実

現

す

る

た

め

の

措

置

の

個

別

の

周

知

・

意

向

確

認

に

分

か

れ

る

。

　

育

児

期

の

柔

軟

な

働

き

方

を

実

現

す

る

た

め

の

措

置

は

、

事

業

主

が

３

歳

か

ら

小

学

校

就

学

前

の

子

を

養

育

す

る

労

働

者

に

関

し

、

①

始

業

時

刻

等

の

変

更

、

②

テ

レ

ワ

ー

ク

等

（

月

に

�

日

以

上

）

、

③

保

育

施

設

の

設

置

運

営

等

、

④

就

業

し

つ

つ

子

を

養

育

す

る

こ

と

を

容

易

に

す

る

た

め

の

休

暇

（

養

育

両

立

支

援

休

暇

）

の

付

与

（

年

�

日

以

上

）

、

⑤

短

時

間

勤

務

制

度

の

五

つ

の

選

択

肢

の

中

か

ら

、

二

つ

以

上

の

措

置

を

選

択

し

て

講

じ

る

必

要

が

あ

る

と

い

う

も

の

。

事

業

主

が

講

ず

る

措

置

を

選

択

す

る

際

に

は

、

過

半

数

組

合

等

か

ら

の

意

見

聴

取

の

機

会

を

設

け

る

必

要

が

あ

る

。

労

働

者

は

事

業

主

が

講

じ

た

措

置

の

中

か

ら

一

つ

を

選

択

し

て

利

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

　

柔

軟

な

働

き

方

を

実

現

す

る

た

め

の

措

置

の

個

別

の

周

知

・

意

向

確

認

で

は

、

３

歳

未

満

の

子

を

養

育

す

る

労

働

者

に

対

し

、

子

が

３

歳

に

な

る

ま

で

の

適

切

な

時

期

に

、

事

業

主

は

前

記

の

柔

軟

な

働

き

方

を

実

現

す

る

た

め

の

措

置

と

し

て

選

択

し

た

制

度

に

関

す

る

事

項

の

周

知

と

制

度

利

用

の

意

向

の

確

認

を

個

別

に

行

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

周

知

時

期

や

周

知

事

項

、

個

別

周

知

・

意

向

確

認

の

方

法

も

所

定

の

方

式

に

し

た

が

う

必

要

が

あ

る

。

厚

生

労

働

省

は

個

別

周

知

・

意

向

確

認

の

際

に

用

い

る

「

様

式

」

例

を

公

表

し

て

お

り

、

様

式

例

を

各

社

の

状

況

に

応

じ

て

ア

レ

ン

ジ

し

て

活

用

で

き

る

。

　

ま

た

、

仕

事

と

育

児

の

両

立

に

関

す

る

個

別

の

意

向

聴

取

・

配

慮

は

、

妊

娠

・

出

産

等

の

申

出

時

と

子

が

３

歳

に

な

る

前

の

適

切

な

時

期

に

個

別

の

意

向

聴

取

を

行

い

、

聴

取

し

た

労

働

者

の

意

向

へ

の

配

慮

を

求

め

る

も

の

。

　

子

や

各

家

庭

の

事

情

に

応

じ

た

仕

事

と

育

児

の

両

立

に

関

す

る

事

項

に

つ

い

て

、

労

働

者

の

意

向

を

個

別

に

聴

取

し

、

事

業

主

は

聴

取

し

た

労

働

者

の

仕

事

と

育

児

の

両

立

に

関

す

る

意

向

に

自

社

の

状

況

に

応

じ

て

配

慮

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

具

体

的

に

配

慮

す

る

内

容

は

勤

務

時

間

帯

、

勤

務

地

、

業

務

量

の

調

整

な

ど

と

な

っ

て

い

る

。

　

こ

れ

ら

内

容

は

義

務

と

な

っ

て

い

る

の

で

、

す

べ

て

の

企

業

で

適

切

な

対

応

が

求

め

ら

れ

る

。

（４）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



Ｑ１

　基準期間における課税売上高が１，０００万円を超え課税事業

者である個人事業者が経営難から破産手続きを行い、事業廃

止届出書を提出することとしています。

　また、その後は、改めて取引先から業務委託を受けて仕事を行って

いくことを考えています。このような場合、破産手続き後、受託した

仕事については、免税事業者によるものとなりますか。

Ｑ２

　小売業を営む個人の課税事業者ですが、先祖代々所有して

いる雑木林を土地とともにゴルフ場の開発業者に譲渡するこ

とになりました。この場合の消費税の取扱いはどのようになるでしょ

うか。

Ｑ３

　当社はレストランを経営しており、店舗における食事のコ

ースごとに使用できる食事券を発行しています。

　この度、商店会のイベントの賞品として当店で使用できる���円

（税込）分の当店の食事券を提供しました。食事券を獲得した方がこ

の食事券を使用した場合、消費税の課税関係はどのようになりますか。

Ｑ４

　当社では、この度、不動産業者から社宅としてマンション

を借り上げ、従業員に貸し付けることを予定しています。従

業員から徴収する家賃については、不動産業者に支払う家賃と相殺す

ることを考えていますが、このような処理に問題はないでしょうか。

Ｑ５

　工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例など資産の譲

渡等の時期の特例を適用した場合は適格請求書の交付を要し

ないと聞きましたが、適格請求書等の交付義務はどのようになるので

しょうか。

　消費税は導入以来、税率の改正、軽減税率制度・インボイス制度の導入のほか各種の制度改正が行われてきました。特

にインボイス制度の導入により、多数の事業者が新たに納税義務者になるなど多くの事業者に影響がありました。そこで、

本稿においてはインボイス制度を含め消費税の課税関係に関する疑問及び令和７年度の消費税の主な改正事項である輸出

物品販売場制度のリファンド方式への変更等を中心に実務に直結した消費税の取扱いについて解説することとします。

Ｑ６

　この度、当社の工場の隣接地に資材置き場を有するＡ社と

の間で当社が駐車場を整備するため、工場の遊休地とＡ社の

資材置き場を交換することになりました。交換に当たっては等価交換

Ａ

　山林の育成には通常長期を要しますから、山林の伐採、譲渡が事

業として行われるものであるかどうかは、伐採、譲渡の反復・継続

性のほかに伐採、譲渡の準備行為といえる山林の育成、管理の度合も加味

して総合的に判断する必要があり、山林の育成・管理が伐採、譲渡のため

に十分な程度行われている場合には事業に該当するとされています。

　したがって、植林を行い、伐採、譲渡を行うことを予定して育成・管理

を行っていた山林を伐採、譲渡した場合には、たとえその者における伐採、

譲渡が数十年に１回しか行われない場合であっても、事業として行う資産

の譲渡に該当すると考えられます。

　一方、ご相談のような場合には、たとえ年に１、２回程度下草刈り等を

行っていたとしても、伐採、譲渡を行うことを予定して育成・管理を行っ

ているものではありませんから、事業として行う資産の譲渡には該当しな

いと考えられます。

Ａ

　住宅の貸付けに係る家賃は、非課税とされています（消法別表第

２十三）。賃借人自らが住宅を利用せず、第三者に転貸する場合も、

住宅として転貸することが契約書等で明らかな場合には、賃借人が転借人

から受け取る家賃も非課税となります（消基通６－�－７）。

　この「住宅」には社宅や従業員寮等も含まれますから、貴社が不動産会

社等から従業員用の社宅として住宅を借り受けている場合、貴社が不動産

会社等に支払う家賃は非課税仕入れですから仕入税額控除の対象となりま

せん。また、貴社が社宅として従業員に転貸する場合、従業員から受け取

る賃料も住宅の家賃として非課税となるため、貴社の非課税売上げに計上

する必要があります。

　そこで、従業員から受け取る社宅家賃を貴社が非課税仕入れのマイナス

として処理した場合、具体的には、従業員から社宅家賃を受け取った際に、

貴社が不動産会社等に支払っている家賃と相殺処理を行うことは、その分

の非課税売上げの計上漏れにつながります。つまり、相殺処理による非課

税売上げの計上漏れは、課税売上割合が高く計算され、仕入控除税額が過

大になるなどの誤りにつながる恐れがありますので注意を要します。

Ａ

　例えば、工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例（工事進行

基準）（消法�）など資産の譲渡等の時期の特例により、資産の譲

渡等を行ったものとみなされるものについては、適格請求書の交付を要し

ないこととされています（消法�の４①、消令�の９①）。

　これは、その資産の譲渡等の時期の特例により、原則的な資産の譲渡等

の時期よりも前の課税売上げを計上した際に、その特例により資産の譲渡

等を行ったものとみなされる部分について、適格請求書等の交付を要しな

いこととしているものです。

　したがって、原則的な資産の譲渡等の時期において、その資産の譲渡等

に係る適格請求書の交付を要しないこととしているものではありませんか

ら、例えば、工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例（工事進行基準）

の適用を受ける工事の請負工事については、適格請求書発行事業者は、工

事完成時（引渡し時）に相手方（課税事業者に限ります。）からの求めに

応じて適格請求書の交付義務が生じることとなります。

Ａ

　ご相談の食事券は、通常、貴社が発行しているもので引き換えに

食事の提供を受けることができるものですから物品切手に該当しま

す。消費税の課税関係は次のとおりになります。

１　食事券の提供時

　消費税の課税の対象は、対価を得て行われる資産の譲渡等ですが、物品切

手等の発行は物品の給付請求権等を表彰する証書の発行行為であり、消費

税の課税の対象である「資産の譲渡等」には該当せず、不課税取引となりま

す（消基通６－４－５）。また、今回は商店会に無償提供していますので、

対価を得て行うものでもありませんから、消費税の課税関係は生じません。

２　食事券の使用時

　この食事券を獲得した方が使用した場合には、食事の代金を現金で受領

した場合と同様、貴社は食事の提供という役務の提供の対価として食事券

を受領することになりますかから、食事券と引き換えに食事を提供するこ

とは消費税の課税対象になります。

　したがって、ご相談の場合においては、例えば、税込���円の課税売

上げを計上することになります。

Ａ

　消費税は事業者を納税義務者としており、事業者が事業として行

う資産の譲渡等が課税対象となります。また、「事業として」とは、

対価を得て行われる資産の譲渡等が反復、継続、独立して行われることを

いうこととされています（消基通５－１－１）。

　ご相談の場合は、破産した後においても他の事業者から業務の委託を受

けて仕事を行うということですから、事業廃止届出書を提出したとしても

継続して資産の譲渡等を行っていると認められます。

　したがって、その基準期間（前々年）における課税売上高が１，０００万円

を超えている場合には、課税事業者であり、申告納付義務が生じます（消

法９①）。

（５） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



Ｑ�

　当社は工作機械の部品の販売業を営んでおり、当社の事業

の内容からみて軽減税率の適用対象となる取引はありません

が、このような場合でも、請求書等の様式に軽減税率の欄を設ける必

要がありますか。

Ｑ�

　当社では、来期より化粧品の販売業を開始する予定です。

販売方法としては、個人事業者（受託者）に商品の販売を委

託し、受託者が作成した明細書により手数料を確認し、手数料控除後

の金額を集金して当社の売上高に計上することを考えています。手数

料控除後の金額を当社の売上高に計上していることから、特に受託者

からインボイスの交付を受ける必要はないと考えていますが、問題な

いでしょうか。

Ｑ�

　当社では、金融機関の窓口やインターネットバンキングで

決済を行う場合がありますが、このようなときに金融機関に

支払う振込手数料など各種手数料は、仕入税額控除を受けるためにど

のようなものを保存すればよいでしょうか。

Ｑ�

　インボイス制度の下でも、区分記載請求書等保存方式で認

められていた課税仕入れの相手方の確認を受けた仕入明細書

の保存をすることで仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満た

すとのことですが、具体的に相手方への確認は、どのような方法によ

って行えばよいのでしょうか。

Ｑ７

　課税事業者が国の補助金の支給を受けて固定資産の課税仕

入れを行った場合には、個人事業者の場合には国庫補助金に

ついて益金不算入の処理をし、法人の場合には国庫補助金と同額の圧

縮記帳をしますが、消費税の仕入税額控除の対象とすることはできる

のでしょうか。

Ｑ８

　店舗兼居住用賃貸建物について、住宅の貸付けの用に供し

ないことが明らかな部分（居住用賃貸以外の部分）とそれ以

外の部分（居住用賃貸部分）に合理的に区分しているときは、その居

住用賃貸部分の課税仕入れ等の税額のみ、仕入税額控除が制限される

とのことですが、それぞれに共通して使用される廊下や共用のエント

ランスなど（共用部分）については、どのようになりますか。

　例えば、次のような場合はどのようになりますか。

〇　居住用賃貸建物の課税仕入れ等に係る消費税額：４００万円

〇　店舗（居住用賃貸以外の部分）の面積：４００㎡、

　　居住用賃貸部分の面積：１，２００㎡

〇　エントランスなどの共用部分の面積：２００㎡

Ｑ９

　当社は、以前から簡易課税制度の適用を受けていましたが、

Ｘ３年度の基準期間であるＸ１年度の課税売上高が５，０００万

円を超えたことから、Ｘ３年度は一般課税により申告することになり

ました。また、Ｘ３年度に貸事務所用の建物（購入価額２億円（税抜き））

を購入したことから消費税の還付申告を行うことになる予定です。

　ところで、高額特定資産の課税仕入れを行った場合には、簡易課税

制度の制限があると聞いています。当社のＸ４年度以後の基準期間で

あるＸ２年度以後の課税売上高の状況をみると、課税売上高は５，０００

万円を下回ると予想していますが、当社は、Ｘ４年度以後の課税期間

について、簡易課税制度は適用できるのでしょうか。

を予定しています。

　ところで、資産の交換の当事者が交換に係る資産の価額を定め、相

互に等価であるとして交換した場合、つまり等価交換した場合におい

て、その定めた価額が通常の取引価額と異なる場合であっても当事者

で定めた価額によることができると聞いたことがありますが、どのよ

うになっているのでしょうか。

Ｑ�

　輸出物品販売場制度がリファンド方式に変更されるとのこ

とですが、どのような制度となるのでしょうか。

Ａ

　建物の一部が店舗用など、「居住用賃貸以外の部分」がある居住

用賃貸建物について、その居住用賃貸建物を、その構造及び設備そ

の他の状況により「居住用賃貸以外の部分」と「居住用賃貸部分」とに合

理的に区分しているときは、その居住用賃貸部分に係る課税仕入れ等の税

額についてのみ、仕入税額控除が制限されます（消令�の２①）。

　この場合の「合理的に区分している」とは、使用面積割合や使用面積に

対する建設原価の割合など、その建物の実態に応じた合理的な基準により

区分していることをいいます（消基通�－７－３）。このため、共用部分

について、これらの合理的な基準により「居住用賃貸以外の部分」と「居

住用賃貸部分」とに区分しているときは、その共有部分のうち居住用賃貸

部分に区分された部分に係る課税仕入れ等の税額について、仕入税額控除

が制限されます。

　なお、居住用賃貸建物は、その附属設備を含めて税抜価格が１，０００万円

以上の建物、具体的には高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該

当するものをいいますから、居住用賃貸建物について合理的な区分を行っ

た結果、居住用賃貸部分の税抜価額が１，０００万円未満であったとしても、

高額特定資産等に該当する限り、その居住用賃貸部分については、仕入税

額控除が制限されることとなります。

　また、居住用賃貸部分にのみに使用される廊下やエントランスなどを「居

住用賃貸以外の部分」と「居住用賃貸部分」の使用面積割合で区分するこ

とは、合理的に区分しているとはいえませんので注意を要します。

　ご相談の場合で、例えば、建物全体の面積に占める居住用賃貸部分の面

積の割合で合理的に区分する場合の仕入税額控除が制限される金額は、次

のようになります。

Ａ

　適格請求書の記載事項には、税率の区分ごとに課税資産の譲渡等

に係る税抜価額又は税込価額の合計金額を記載することとされてい

ますが（消法�の４①四）、この場合の税率の区分ごとの記載事項につい

ては、軽減税率の適用対象となるものがない場合には記載を要しないとさ

れています。

　したがって、事業者の課税売上げの内容が軽減税率の適用対象となるも

のがないことが明らかな場合には，準備する請求書等に軽減税率の欄を設

ける必要はありません。

　なお、この場合において、標準税率の税抜価額又は税込価額の合計金額

の記載に合わせて適用税率を記載する必要がありますから、適用税率「�

％」であることを明確にしておく必要があります。

Ａ

　消費税は、国内において事業者が行う資産の譲渡等を課税対象と

しており（消法４①）、また、国内において事業者が課税仕入れを

行った場合には仕入税額控除の対象とすることができることとされていま

す（消法�①）。この場合の課税仕入れとは、事業者が、事業として他の

者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けること

をいうこととされています（消法２①十二）。

　ご相談の国庫補助金の支給を受けて、課税仕入れを行った場合について

は、事業者が受ける国庫補助金は資産の譲渡等の対価に該当せず、いわゆ

る不課税収入に該当します。また、この国庫補助金を原資として行う課税

仕入れについて仕入税額控除を制限する規定はありませんし、国庫補助金

を原資としたとしても事業として他の者から資産を譲り受けるものですか

ら、当然これも課税仕入れに該当します。したがって、仕入税額控除の対

象とすることができます。

　なお、公益法人等が特定収入に該当する国庫補助金等の支給を受けて特

定収入割合が一定以上となる場合等一定の要件に該当する場合には、課税

仕入れに係る消費税額について控除税額の調整が必要となります（消法�

④）。

Ａ

　委託販売については、原則として、受託者が顧客から収受した金

額が委託者の資産の譲渡等の対価となり（総額処理）、受託者にとっ

ては、委託者から受け取る委託販売手数料が役務の提供の対価となります。

　ただし、委託者において、その課税期間中に行った委託販売等の全てに

ついて、資産の譲渡等の金額から受託者に支払う委託販売手数料を控除し

た残額を委託者の資産の譲渡等の金額とすることが認められています（純

額処理）。

　なお、委託販売等に係る課税資産の譲渡が軽減税率の適用対象となる場

合は，適用税率ごとに区分して、委託者及び受託者の課税資産の譲渡等の

対価の額及び課税仕入れに係る支払対価の額の計算を行う必要があります

から，上記ただし書の純額処理の取扱いを適用することはできません（消

基通�－１－�（注）２）。

　また、適格請求書等保存方式においては、行った課税仕入れについて仕

入税額控除の適用を受けるためには、原則として、受託者から交付された

適格請求書等の保存が必要となりますから、委託者が純額処理の取扱いを

行うためには、委託販売手数料に係る適格請求書等の保存が必要となりま

す（受託者が免税事業者の場合は、委託販売手数料を仕入税額控除の対象

とすることはできませんから、純額処理を採用することはできないことに

なります。）。

　したがって、貴社が行う委託販売については、純額処理を採用する場合

においても、委託販売手数料に係る適格請求書等の保存が必要となります

ので注意してください。また、受託者が免税事業者の場合は、純額処理を採

用することはできませんから、総額処理の採用を検討する必要があります。

（参考）

　委託者から課税資産の譲渡等のみを行うことを委託されている受託者

は、委託された商品の譲渡等に伴い収受した金額を課税資産の譲渡等の金

額とし、委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額としても差し支えな

いとされています（総額処理）。

　なお、委託販売等に係る課税資産の譲渡が軽減税率の適用対象となる場

合は、適用税率ごとに区分して，委託者及び受託者の課税資産の譲渡等の

対価の額及び課税仕入れに係る支払対価の額の計算を行う必要があります

から、上記の総額処理の取扱いを適用することはできません（消基通�－

１－�（注）２）。

　また、受託者において、上記のとおり総額処理が認められていますが、

この場合、委託者に支払う金額に係る課税仕入れと処理するものについて、

現実に課税仕入れを行っているわけではありませんから、適格請求書等の

保存は不要です。

Ａ

　輸出物品販売場（免税店）制度は、令和８年�月１日から、免税

店において課税で行った免税対象物品の譲渡について、外国人旅行

者等が出国時にその免税対象物品を持ち出すことの税関の確認を受けた場

Ａ

　簡易課税制度は、基準期間における課税売上高が５，０００万円以下

である課税期間について、適用することができるものですが、ご照

会の場合のように、基準期間であるＸ１年度の課税売上高が５，０００万円を

超えるＸ３年度の課税期間については、簡易課税制度の適用はなく、いわ

ゆる一般課税により仕入控除税額を計算することになります。

　また、事業者が事業者免税点制度（法９①）及び簡易課税制度の適用を

受けない課税期間中に高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、その高

額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から原則として３年間

は、消費税簡易課税制度選択届出書を提出することはできないこととされ

ています（消法�③三）。このようなことから、簡易課税制度の適用を受けな

いＸ３年度に高額特定資産に該当する貸事務所用の建物を購入した貴社も

３年間は簡易課税に戻れないのではないかとの疑問が生ずるところです。

（注）高額特定資産とは、棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、一の取

引単位につき、課税仕入れ等の金額（税抜き）が１，０００万円以上のも

のをいいます（消法�の４①、消令�の５①）。また、調整対象固定

資産とは、建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運

搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、一取引につき１００

万円（税抜き）以上のものをいいます（消法２①十六、消令５）。

　そこで、簡易課税制度の適用がない課税事業者が高額特定資産の課税仕

入れを行った場合に、上記の簡易課税制度に係る制限規定が置かれている

ことはご照会のとおりです。しかしながら、この制限規定は、高額特定資

産の課税仕入れの課税期間以後３年間は消費税簡易課税制度選択届出書の

提出をすることはできないとするものであり、過去に簡易課税制度の適用

対象事業者となっている事業者は、高額特定資産を購入した後に新たに届

出書を提出するわけではないことから、この制限を受けるものではないと

いうことになります（消法�③）。

　したがって、貴社は従来から簡易課税制度の適用を受けており、上記の制

限を受けるものではありませんから、基準期間における課税売上高が５，０００

万円以下の課税期間については、当然に簡易課税制度の適用を受けること

になります。

Ａ

　金融機関との取引に係る通帳や入出金明細等と、その金融機関に

おける任意の一取引に係る適格簡易請求書を併せて保存することに

より、仕入税額控除を行って差し支えないこととされています。

１　振込手数料など各種手数料について仕入税額控除の適用を受ける場合

　振込手数料など各種手数料について仕入税額控除の適用を受けるには、

原則として、適格簡易請求書及び一定の事項が記載された帳簿の保存が必

要となります（※１、消法�⑦）。他方、金融機関における入出金や振込

みが多頻度にわたるなどの事情により、全ての振込手数料など各種手数料

に係る適格簡易請求書の保存が困難なときは、金融機関ごとに発行を受け

た通帳や入出金明細等（個々の課税資産の譲渡等（入出金サービス・振込

サービス）に係る取引年月日や対価の額が判明するものに限ります。）と、

その金融機関における任意の一取引（一の入出金又は振込み）に係る適格

簡易請求書を併せて保存する（※２、※３）ことで、仕入税額控除を行っ

て差し支えないこととされています。

※１　一般的に、金融機関の入出金サービスや振込サービスについては、

不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う事業に該当し、適格簡

易請求書の交付対象になるものと解されています。また、金融機関の

ＡＴＭによるものである場合、機械装置のみにより代金の受領と資産

の譲渡等が完結するものとして、一定の事項が記載された帳簿のみの

保存により仕入税額控除が可能とされています。

※２　インターネットバンキングなど、オンラインで振込みを行った際の

手数料等について、電磁的記録により適格簡易請求書が提供される場

合には、その電磁的記録をダウンロードする必要があります。ただし、

同種の手数料等の支払いが繰り返し行われているような場合におい

て、その手数料等の適格簡易請求書に係る電磁的記録が、インターネ

ットバンキング上で随時確認可能な状態であるなど一定の要件を満た

すのであれば、必ずしもその適格簡易請求書に係る電磁的記録をダウ

ンロードしなくても、仕入税額控除の適用を受けることが可能とされ

ています。

※３　金融機関が適格請求書発行事業者の登録を取りやめないことを前提

に、一回のみ取得・保存することで差し支えないとされています。ま

た、金融機関から各種手数料に係るお知らせ（適格請求書発行者の氏名

又は名称及び登録番号、適用税率、取引の内容が記載されたものに限ら

れます。）を受領した場合には、その一のお知らせを保存することで適

格簡易請求書の保存に代えることが可能とされています。

２　請求書の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置

　基準期間における課税売上高が１億円以下であるなど一定規模以下の事

業者については、令和５年�月１日から令和�年９月�日までの間に国内

において行う課税仕入れについて、その課税仕入れに係る支払対価の額が

１万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存によ

り仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置（少額特例）も設け

られています（平�改正法附則�の２、平�改正令附則�の２①）。

　したがって、少額特例の適用を受ける事業者は、上記１のような対応も

必要ないことになります。

Ａ

　仕入税額控除の適用を受けるための請求書等に該当する仕入明細

書等は、「相手方の確認を受けたもの」に限られます（消法�⑨三）。

　保存する仕入明細書等に課税仕入れの相手方の確認の事実が明らかにさ

れたもののほか、相手方の確認を受ける方法としては、例えば、次のもの

が示されています（消基通�－６－６）。

①　仕入明細書等への記載内容を通信回線等を通じて課税仕入れの相手方

の端末機に出力し、確認の通信を受けた上で自己の端末機から出力した

もの

②　仕入明細書等に記載すべき事項に係る電磁的記録につきインターネッ

トや電子メールなどを通じて課税仕入れの相手方へ提供し、その相手方

からその確認をした旨の通知等を受けたもの

③　仕入明細書等の写しを相手方に交付し、又はその仕入明細書等に記載

すべき事項に係る電磁的記録を相手方に提供し、一定期間内に誤りのあ

る旨の連絡がない場合には記載内容のとおりに確認があったものとする

基本契約等を締結した場合におけるその一定期間を経たもの

（注）③の「一定期間」については、具体的な日数等を表示することまで

求められているわけではありませんが、業務の内容や取引先との関係

を踏まえて、認識を合わせておくことが必要ではないかと考えられま

す。

　なお、上記③については、

〇　仕入明細書等に「送付後一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合

には記載内容のとおり確認があったものとします」旨の通知文書等を添

付して相手方に送付又は提供し、了承を得る。

〇　仕入明細書等又は仕入明細書等の記載内容に係る電磁的記録に「送付

後一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確

認があったものとします」といった文言を記載又は記録し、相手方の了

承を得る。

といった、仕入明細書等の記載事項が相手方に示され、その内容が確認さ

れている実態にあることが明らかな場合に相手方の確認を受けたものとな

るとされています。

Ａ

　資産の交換も資産の譲渡等として取り扱われます（消基通５－２

－１）。したがって、その譲渡が非課税となる土地の交換であって

も非課税売上げを計上する必要があります。

　資産の交換に係る対価の額は、その交換により取得する資産の取得の時

における価額とされています。また、その交換により取得する資産の価額

との差額を補うための金銭を取得する場合には、その取得する金銭の額を

加算した金額とされ、その差額を補うための金銭を支払う場合には、その

支払う金銭の額を控除した金額とすることとされています（消令�②四）。

　しかしながら、その時価評価には困難を伴うこともあることから、交換

の当事者が交換に係る資産の価額を定め，相互に等価であるとして交換し

た場合において，その定めた価額が通常の取引価額と異なるときであって

も，その交換がその交換を行うに至った事情に照らし正常な取引条件に従

って行われたものであると認められるときは，当事者間において合意され

た金額を交換に係る資産の対価の額として認められることとされています

（消基通�－１－８）。

税　の　し　る　べ
（７） （６）令和７年（２０２５年） 月 日 　



Ｑ�

　リファンド方式の施行日はいつになりますか。

Ｑ�

　免税対象物品の範囲はどのように見直されるのですか。

Ｑ�

　現行制度においては、購入数量などにより、通常生活の用

に供するものであるかどうかの判断を行っていましたが、リ

ファンド制度の下でもこの判断を行うのでしょうか。

Ｑ�

　リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例が廃止された

と聞きましたが、どのような改正の内容でしょうか。

税相当額を返金することとなりますが、どのように行いますか。

Ｑ�

　リファンド方式では、課税売上げとして処理した免税対象

物品の販売を免税売上げに振り替え、外国人旅行者等に消費

Ａ

　改正後は、免税店で免税対象物品を販売する際、現在要件とされ

ている「通常生活の用に供するもの」であるか否かの判断は不要と

なるため、免税対象外の物品に該当しない限り、すべて免税対象物品に該

当します。

　なお、免税購入対象者が、出国時に免税対象物品を所持していない場合

には、その物品を持ち出すことについて税関の確認を受けることはできな

いため、免税店で購入する免税対象物品は、出国時にその免税対象物品の

すべてを免税購入対象者自らが所持して持ち出すことができる数量に限ら

れることになります（新消基通８－１－２）。

Ａ

　免税対象物品の範囲は次のようになります。

Ａ

　リファンド方式は、令和８年�月１日から施行されます。したがっ

て、令和８年�月１日以降に輸出物品販売場で免税購入対象者に対

して行う免税対象物品の譲渡（販売日）から適用されます（改正法附則�）。

Ａ

　企業会計基準委員会（ＡＳＢＪ）が令和６年９月に公表したリー

スに関する会計基準により割賦基準が廃止されました。これを契機

に所得税及び法人税のリース譲渡に係る特例も廃止されたことを踏まえ

て、消費税の「リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例」の廃止など

所要の整備が行われていますが、激変緩和の観点から、特例廃止後も一定

の期間その特例の適用を受けられることとするなどの経過措置が設けられ

ました。

　経過措置の適用を受けられる事業者は、令和７年４月１日（施行日）以

後に開始する課税期間において、「施行日前にリース譲渡を行ったことが

ある事業者（施行日前に行われたリース譲渡に係る契約の移転を受けた事

業者を含みます。次の②も同じ。）」であり、施行日前にリース譲渡を行

ったことがある事業者であれば、施行日前に行ったリース譲渡に限らず、

施行日以後に新規で行うリース譲渡についても経過措置の適用を受けられ

ます（改正法附則�②）。

　経過措置の具体的な内容としては、例えば、課税期間が１年の法人の場

合は次の３つの期間に分けられます（改正法附則�、改正消令附則３）。

①　施行日前に開始した課税期間

　　施行日前に開始した課税期間については、従前のリース譲渡の特例を

引き続き適用することができます。

②　施行日から令和�年３月�日までに開始する課税期間（経過措置課税

期間）

　　施行日前にリース譲渡を行ったことがある事業者については、経過措

置課税期間においても、引き続き、リース譲渡の特例を適用することが

できます。

　また、経過措置課税期間において「延払基準の方法による経理」をや

めた場合には、そのやめた課税期間で未計上部分の一括計上、又はその

課税期間以後�年均等で未計上部分の計上を選択できる経過措置が設け

られています。

③　令和�年４月１日以後に開始する課税期間

　　②のとおり、経過措置課税期間において「延払基準の方法による経理」

をやめてリース譲渡の特例の適用を受けない場合には、未計上部分につ

いてそのやめた課税期間以後の�年間で均等計上が可能となりますが、

リース譲渡の特例の適用をやめることなく経過措置課税期間が満了した

場合についても、その満了した課税期間（令和�年４月１日以後最初に

開始する課税期間）において未計上部分の一括計上、又はその課税期間

以後の課税期間で未計上部分の�年均等計上を選択できる経過措置が設

けられています。

　　以上が経過措置の概要ですが、詳細については、改正法附則第�条、

改正消令第３条並びに財務省及び国税庁のウェブサイトなどを確認して

ください。

合に免税販売が成立し、この確認後に免税店から外国人旅行者等に消費税

相当額を返金する「リファンド方式」となります。

　主な変更点は次のとおりです。

〇　免税店は、外国人旅行者等に対して一定の方法により税込価格（課税）

で免税対象物品を販売（①②③）

〇　外国人旅行者等は、免税対象物品を国外に持ち出すことについて購入

日から�日以内の出国時に税関の確認を受ける（④⑤⑥）

〇　免税店は、その販売情報等（購入記録情報）及び免税対象物品の持出

しを税関が確認した旨の情報（税関確認情報）を保存することで、免税

の適用を受ける（⑦）

〇　免税店は、この確認後に外国人旅行者等に消費税相当額を返金（リフ

ァンド）する（⑧）

　リファンド方式への変更に伴い、次の事項について改正されています。

①　免税対象物品の範囲等の見直し（Ｑ�を参照）

②　免税販売手続等の見直し

　・　船舶観光上陸許可等により在留する者や日本国籍を有する免税購入

対象者の手続の見直し

　・　単価１００万円（税抜価額）以上の商品に購入記録情報として「商品

情報詳細」を設定することなど

　　※　商品情報詳細‥免税対象物品を特定するに足りる事項として、免

税対象物品の具体的な名称、ブランド名、型番号、形状若しくは色

彩等の特徴又は鑑定書（鑑別書）若しくは保証書付きである旨を組

み合わせた事項、シリアル番号の付された腕時計のような商品は、

これらの事項に加えそのシリアル番号

③　免税店の区分や許可要件等の見直し

Ａ

１　振替処理

　リファンド方式において、販売時に課税売上げとした取引は、税

関確認情報の保存により免税要件を満たすことになるため、その後、免税

売上げに振り替える必要があります。

　この振替処理は、次の方法があり、いずれの方法によってもよいことと

されています。

①　税関確認情報の取得の都度、その税関確認情報に対応する課税売上げ

を免税売上げに振り替える方法

②　月次等の一定のタイミングで一括して振り替える方法

２　返金手続

　免税購入対象者への返金手続については、特に税法にルールが定められ

ているわけではありません。そこで、輸出物品販売場を経営する事業者自

らが行うほか、承認送受信事業者等にその返金手続を委託する方法が考え

られます。

　具体的な返金方法については、例えば、銀行振込や、クレジットカード

送金、アプリ送金、また税関の確認を受けた出国港内での現金による返金

といった方法が考えられるとされています。

　また、この返金については、税関確認情報を取得する前に行っても差し

支えないとされています。ただし、この事前返金を行ったものの、免税購

入対象者が出国時に税関での確認を受けなかったときは、免税店は免税の

適用を受けることはできません。そのため、返金後の販売金額により課税

で販売したこととなります。事前返金を行う場合には、このようなリスク

があることを踏まえて、取引する必要があります。

（８）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　⑶合計所得金額

　個人住民税の合計所得金額の定義は、

地方税法�条１項�号及び２９２条１項�

号に規定されていて、純損失及び雑損失

の繰越控除前の総所得金額、退職所得金

額及び山林所得金額の合計額をいいます

（地法�①十三、２９２①十三）。この定

義は所得税に同じです。所得税法には

「（以下この条において「合計所得金額」

という。）」とあって、所得税法第２条

（定義）限定の言い回しかと思うと、「第

二条第一項第三十号（定義）に規定する

合計所得金額」という規定が複数出てき

ます。個人住民税においては、一定の退

職所得について「他の所得と区分して」

とあるので、合計所得金額からは除かれ

るのは前回説明したとおりです。

　合計所得金額について注意すべきは、

例えば長期譲渡所得があった場合はどう

なるのかと言えば、地方税法附則�条３

項には、�条１項�号中「山林所得金額」

とあるのは、「山林所得金額並びに附則

第�条第１項に規定する長期譲渡所得の

金額」とする規定があって、合計所得金

額の定義について、長期譲渡所得の金額

が加えられています。市町村民税でも同

様の規定があって、地方税法附則�条６

項には、２９２条１項�号中「山林所得金

額」とあるのは、「山林所得金額並びに

附則第�条第１項に規定する長期譲渡所

得の金額」とする規定により、合計所得

金額の定義について、長期譲渡所得の金

額が加えられています。このような規定

の仕方は、ほかにもあって、�条の２（上

場株式等に係る配当所得等に係る道府県

民税及び市町村民税の課税の特例）、�

条の３（土地の譲渡等に係る事業所得等

に係る道府県民税及び市町村民税の課税

の特例）、�条（短期譲渡所得に係る道

府県民税及び市町村民税の課税の特例）、

�条の２（一般株式等に係る譲渡所得等

に係る道府県民税及び市町村民税の課税

の特例）などが同じ規定の仕方になって

います。本則の合計所得金額の定義規定

だけを読んでいると、長期譲渡所得など

これらの所得について、合計所得金額に

含まれることを見落としてしまいます。

　⑷更正の請求

　個人住民税は、毎年１月１日を賦課期

日として、賦課課税方式を採用していま

す。申告納税方式ではないので、個人住

民税の申告書には税額計算をして税額を

記入する欄がありません。個人住民税の

申告書は確定申告書が一義的には納税者

が税額を確定する書類であるのに対し、

あくまで課税庁である市町村が税額計算

をする上での課税資料に過ぎません。自

ら税額計算をしないことから、個人住民

税には更正の請求制度がありません。個

人住民税の税額が変だ、間違っているの

ではないかと考えた場合には、更正の請

求を行うのではなく、根拠となる課税資

料を揃えて市町村の窓口に申し出ること

になります。所得税の税額も訂正する必

要がある場合には、税務署に更正の請求

を行います。所得税の確定申告書を提出

すれば、個人住民税の申告書を提出した

とみなされます（地法３１７の３）。
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う

な

使

用

人

賞

与

の

損

金

算

入

時

期

を

定

め

る

し

か

な

い

は

ず

で

あ

る

（

こ

の

方

法

も

、

法

体

系

と

し

て

は

、

決

し

て

収

ま

り

が

よ

い

と

も

言

え

な

い

で

あ

ろ

う

）

。

　

か

く

し

て

、

使

用

人

賞

与

の

損

金

算

入

時

期

は

、

他

の

費

用

の

よ

う

に

債

務

確

定

基

準

が

適

用

さ

れ

る

わ

け

で

は

な

く

、

委

任

規

定

が

不

明

な

法

人

税

法

施

行

令

�

条

の

３

の

規

定

に

よ

っ

て

、

現

金

主

義

又

は

そ

れ

に

近

い

時

期

の

損

金

算

入

が

強

制

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

て

い

る

。

こ

の

よ

う

な

規

定

は

、

法

廷

に

お

い

て

合

憲

と

さ

れ

た

と

し

て

も

、

法

律

と

政

令

の

委

任

関

係

の

あ

り

方

か

ら

み

て

も

、

費

用

一

般

に

適

用

さ

れ

て

い

る

債

務

確

定

基

準

と

の

関

係

か

ら

み

て

も

不

合

理

性

を

残

し

た

ま

ま

と

な

っ

て

い

る

。

　

こ

れ

も

、

元

を

た

だ

せ

ば

、

賞

与

引

当

金

を

廃

止

し

た

こ

と

に

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

「

課

税

ベ

ー

ス

拡

大

」

と

い

っ

て

も

、

賞

与

引

当

金

の

廃

止

は

、

そ

の

時

だ

け

（

せ

い

ぜ

い

６

か

月

）

、

税

収

が

繰

り

上

げ

る

だ

け

で

あ

っ

て

、

租

税

政

策

と

し

て

も

、

賢

明

な

策

と

も

考

え

ら

れ

な

い

。

（９） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

圧

縮

記

帳

制

度

は

、

税

法

独

自

の

考

え

方

に

基

づ

き

、

極

め

て

政

策

的

か

つ

技

術

的

で

複

雑

な

仕

組

み

ゆ

え

に

、

な

じ

み

が

薄

く

難

解

だ

と

言

わ

れ

て

い

る

。

　

し

か

し

、

本

制

度

は

、

取

引

金

額

が

高

額

な

土

地

、

建

物

の

譲

渡

や

保

険

差

益

に

つ

い

て

の

課

税

の

特

例

で

あ

る

た

め

、

そ

の

理

解

や

処

理

を

お

ろ

そ

か

に

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

　

本

書

は

、

圧

縮

記

帳

制

度

の

内

容

、

取

扱

い

に

つ

い

て

、

で

き

る

だ

け

多

く

の

設

例

や

具

体

的

な

質

疑

応

答

、

判

例

・

裁

決

等

を

取

り

入

れ

、

規

定

の

趣

旨

や

背

景

を

踏

ま

え

て

、

実

務

と

理

論

の

両

面

か

ら

解

説

。

　

圧

縮

記

帳

制

度

の

概

要

か

ら

始

ま

り

、

国

庫

補

助

金

等

で

取

得

し

た

固

定

資

産

等

の

圧

縮

記

帳

、

保

険

金

等

で

取

得

し

た

固

定

資

産

等

の

圧

縮

記

帳

、

交

換

に

よ

り

取

得

し

た

資

産

の

圧

縮

記

帳

、

収

用

等

に

伴

い

代

替

資

産

を

取

得

し

た

場

合

の

圧

縮

記

帳

、

特

定

の

資

産

の

買

換

え

の

場

合

等

の

圧

縮

記

帳

、

特

定

普

通

財

産

と

そ

の

隣

接

す

る

土

地

等

の

交

換

の

場

合

の

圧

縮

記

帳

、

技

術

研

究

組

合

が

取

得

し

た

試

験

研

究

用

資

産

の

圧

縮

記

帳

な

ど

で

構

成

。

　

令

和

７

年

度

税

制

改

正

ま

で

を

織

り

込

み

改

訂

。

　

Ａ

５

判

、

９

０

０

ペ

ー

ジ

。

定

価

６

３

８

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

納

付

す

べ

き

国

税

を

一

時

に

納

付

す

る

こ

と

に

よ

り

、

生

活

の

維

持

等

を

困

難

に

す

る

お

そ

れ

が

あ

っ

た

と

は

認

め

ら

れ

な

い

と

し

た

事

例

。

　

審

査

請

求

人

が

原

処

分

庁

に

対

し

、

売

上

げ

の

減

少

に

よ

っ

て

納

税

資

金

を

捻

出

す

る

こ

と

が

困

難

で

あ

る

と

し

て

換

価

の

猶

予

の

申

請

を

行

っ

た

と

こ

ろ

、

原

処

分

庁

が

請

求

人

は

申

請

に

係

る

国

税

を

一

時

に

納

付

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

は

認

め

ら

れ

な

い

と

し

て

不

許

可

処

分

を

し

、

請

求

人

の

滞

納

国

税

を

徴

収

す

る

た

め

、

債

権

の

差

押

処

分

を

し

た

。

こ

れ

に

対

し

、

請

求

人

が

こ

れ

ら

処

分

を

不

服

と

し

て

取

消

し

を

求

め

て

い

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

請

求

人

が

国

税

を

一

時

に

納

付

す

る

こ

と

で

、

そ

の

生

活

の

維

持

を

困

難

に

す

る

お

そ

れ

が

あ

っ

た

と

は

認

め

ら

れ

ず

、

換

価

の

猶

予

の

申

請

を

不

許

可

と

し

た

処

分

は

適

法

だ

っ

た

な

ど

と

し

て

請

求

人

の

主

張

を

退

け

た

（

令

和

６

年

�

月

�

日

付

、

公

表

裁

決

）

。

基

礎

事

実

等

　

請

求

人

は

老

人

介

護

施

設

の

訪

問

美

容

を

主

な

業

と

す

る

自

営

業

者

。

請

求

人

は

令

和

５

年

４

月

７

日

に

原

処

分

庁

に

対

し

、

滞

納

国

税

に

つ

い

て

国

税

徴

収

法

１

５

１

条

の

２

の

規

定

に

基

づ

き

、

換

価

の

猶

予

申

請

書

を

提

出

し

、

換

価

の

猶

予

の

申

請

を

し

た

。

　

請

求

人

が

本

件

猶

予

申

請

に

係

る

添

付

資

料

と

し

て

提

出

し

た

「

財

産

収

支

状

況

書

」

等

に

は

、

請

求

人

の

財

産

お

よ

び

収

支

の

状

況

が

記

載

さ

れ

て

い

た

。

　

原

処

分

庁

は

同

年

５

月

�

日

付

で

、

本

件

滞

納

国

税

に

つ

い

て

、

国

税

通

則

法

�

条

《

督

促

》

１

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

請

求

人

に

対

し

て

督

促

状

に

よ

り

そ

の

納

付

を

督

促

し

た

。

原

処

分

庁

は

同

年

８

月

�

日

付

で

、

本

件

猶

予

申

請

に

つ

い

て

、

請

求

人

が

本

件

猶

予

申

請

に

係

る

国

税

を

一

時

に

納

付

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

は

認

め

ら

れ

な

い

と

し

て

、

不

許

可

処

分

を

し

た

。

　

そ

の

後

、

原

処

分

庁

は

同

年

９

月

�

日

付

で

、

本

件

滞

納

国

税

を

徴

収

す

る

た

め

、

徴

収

法

�

条

《

差

押

の

要

件

》

１

項

１

号

の

規

定

に

基

づ

き

、

徴

収

法

�

条

《

差

押

え

の

手

続

及

び

効

力

発

生

時

期

》

１

項

に

規

定

す

る

手

続

に

よ

り

、

請

求

人

が

Ａ

社

に

対

し

て

有

す

る

債

権

を

差

し

押

さ

え

、

本

件

差

押

処

分

に

係

る

債

権

差

押

通

知

書

は

同

年

�

月

２

日

に

第

三

債

務

者

で

あ

る

Ａ

社

に

送

達

さ

れ

た

。

　

請

求

人

は

同

年

�

月

�

日

、

本

件

不

許

可

処

分

お

よ

び

本

件

差

押

処

分

を

不

服

と

し

て

審

査

請

求

を

し

た

。

　

原

処

分

庁

は

同

年

�

月

�

日

、

徴

収

法

�

条

《

差

し

押

え

た

債

権

の

取

立

》

１

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

本

件

差

押

処

分

に

係

る

本

件

債

権

の

う

ち

一

部

を

取

り

立

て

た

上

で

本

件

滞

納

国

税

に

充

当

し

、

同

年

�

月

�

日

付

で

国

税

通

則

法

�

条

《

納

税

の

猶

予

等

の

場

合

の

延

滞

税

の

免

除

》

５

項

に

基

づ

き

延

滞

税

の

免

除

決

議

を

し

た

こ

と

に

よ

り

本

件

滞

納

国

税

の

全

額

が

消

滅

し

た

こ

と

か

ら

、

徴

収

法

�

条

《

差

押

え

の

解

除

の

要

件

》

１

項

１

号

の

規

定

に

基

づ

き

、

同

日

付

で

本

件

債

権

の

う

ち

、

取

立

て

後

の

残

額

に

係

る

差

押

え

を

解

除

し

た

。

　

本

件

の

争

点

は

、

請

求

人

が

本

件

猶

予

申

請

で

納

付

す

べ

き

国

税

を

一

時

に

納

付

す

る

こ

と

に

よ

り

そ

の

事

業

の

継

続

ま

た

は

そ

の

生

活

の

維

持

を

困

難

に

す

る

お

そ

あ

れ

が

あ

っ

た

と

認

め

ら

れ

る

か

否

か

。

な

お

、

原

処

分

庁

は

本

件

差

押

処

分

に

係

る

本

件

債

権

に

つ

い

て

、

差

し

押

さ

え

た

債

権

の

一

部

を

取

り

立

て

る

と

と

も

に

残

額

に

係

る

差

押

え

を

解

除

し

て

い

る

こ

と

か

ら

、

本

件

差

押

処

分

は

そ

の

目

的

の

完

了

ま

た

は

差

押

え

の

解

除

に

よ

り

、

す

で

に

そ

の

効

力

が

消

滅

し

て

お

り

、

請

求

人

に

は

本

件

差

押

処

分

の

取

消

し

で

回

復

す

べ

き

法

律

上

の

利

益

は

存

在

し

な

い

と

し

て

、

本

件

差

押

処

分

の

取

消

し

を

求

め

る

審

査

請

求

は

審

判

所

に

不

適

法

な

も

の

と

判

断

さ

れ

て

い

る

。

請

求

人

の

主

張

　

請

求

人

の

収

支

状

況

は

、

月

額

で

み

る

と

マ

イ

ナ

ス

で

、

資

産

は

現

金

お

よ

び

預

貯

金

の

み

だ

っ

た

が

、

同

資

産

は

資

金

収

支

の

マ

イ

ナ

ス

を

補

填

す

る

た

め

の

借

入

金

を

原

資

と

す

る

も

の

で

、

請

求

人

は

銀

行

に

対

し

て

債

務

を

抱

え

て

い

る

。

こ

の

た

め

、

請

求

人

は

事

業

が

好

転

し

な

け

れ

ば

数

カ

月

後

に

は

返

済

不

能

と

な

る

。

　

こ

の

よ

う

な

請

求

人

の

状

況

を

斟

酌

す

れ

ば

、

金

銭

納

付

が

困

難

で

あ

る

か

否

か

の

判

定

は

、

原

処

分

庁

が

主

張

す

る

「

納

税

の

猶

予

等

の

取

扱

要

領

の

制

定

に

つ

い

て

」

（

事

務

運

営

指

針

）

の

別

冊

で

あ

る

「

納

税

の

猶

予

等

の

取

扱

要

領

」

の

定

め

を

画

一

的

に

適

用

す

る

の

で

は

な

く

、

相

続

税

法

�

条

《

延

納

の

要

件

》

で

申

請

者

の

債

務

が

財

産

か

ら

控

除

さ

れ

、

純

資

産

で

判

定

さ

れ

る

の

と

同

様

に

、

本

件

猶

予

申

請

時

に

お

け

る

債

務

額

を

財

産

か

ら

控

除

し

た

純

資

産

で

判

定

す

べ

き

で

あ

る

。

審

判

所

の

判

断

　

請

求

人

は

、

請

求

人

の

毎

月

の

収

支

状

況

が

マ

イ

ナ

ス

で

あ

る

こ

と

、

資

産

は

資

金

収

支

の

マ

イ

ナ

ス

を

補

填

す

る

た

め

の

借

入

金

を

原

資

と

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

本

件

猶

予

申

請

で

納

付

す

る

こ

と

が

で

き

る

金

額

の

算

定

に

当

た

っ

て

は

、

「

納

税

の

猶

予

等

の

取

扱

要

領

」

７

章

の

納

付

能

力

調

査

に

よ

ら

ず

、

相

続

税

の

延

納

と

同

様

に

債

務

額

を

財

産

か

ら

控

除

し

た

純

資

産

で

判

定

す

べ

き

で

あ

る

旨

、

お

よ

び

事

業

が

好

転

し

な

け

れ

ば

今

後

返

済

不

能

と

な

る

こ

と

を

考

慮

し

て

判

断

す

べ

き

で

あ

る

旨

を

主

張

す

る

。

　

し

か

し

、

徴

収

法

施

行

令

�

条

《

換

価

の

猶

予

の

申

請

手

続

等

》

３

項

は

、

徴

収

法

１

５

２

条

《

換

価

の

猶

予

に

係

る

分

割

納

付

、

通

知

等

》

１

項

に

規

定

す

る

納

付

を

困

難

と

す

る

金

額

の

算

定

に

当

た

っ

て

は

、

滞

納

者

が

有

す

る

現

金

、

預

貯

金

そ

の

他

換

価

の

容

易

な

財

産

か

ら

生

活

維

持

費

等

を

控

除

し

た

残

額

を

、

納

付

す

べ

き

国

税

の

額

か

ら

控

除

す

る

旨

を

規

定

し

て

い

る

こ

と

な

ど

か

ら

、

請

求

人

に

は

納

付

す

べ

き

国

税

を

一

時

に

納

付

す

る

こ

と

に

よ

り

そ

の

事

業

の

継

続

ま

た

は

そ

の

生

活

の

維

持

を

困

難

に

す

る

お

そ

れ

が

あ

っ

た

と

は

認

め

ら

れ

ず

、

本

件

不

許

可

処

分

を

不

相

当

と

す

る

理

由

は

な

い

。

（１０）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



（制度の概要）

　成年後見制度は、補助・保佐・後見か

らなる法定後見制度とあらかじめ本人

が自分の意思で代理人を決めておく任

意後見制度の二つから構成されていま

す。任意後見制度は、本人が契約の締結

に必要な判断能力を有している間に、

将来自己の判断能力が不十分になった

ときの「後見人」（任意後見人）を事前

の契約によって決めておく制度です。

　本人の判断能力が不十分になったと

きに、本人があらかじめ締結しておい

た「任意後見契約」に従って、任意後

見人が本人のために援助します。任意

後見人の権限についても全て契約で定

めます。

　任意後見における契約の効力は、契

約締結の時から生ずるのではなく、本

人の判断能力が不十分となり家庭裁判

所が「任意後見監督人」を選任したと

きから生じます。

（制度利用にあたっての留意点）

　任意後見契約は公証人の作成する公

正証書によることが必要です。誰に、

何を本人に代わって行ってもらうのか

を決めておかなければなりません。任

意後見の受任者となる者の資格には法

律上の制限がないので、家族・友人・

第三者の専門職などが考えられます。

そして、自分にどのような財産がある

のか、それを今後どうしていきたいの

か、判断能力が不十分になったときに

どのような介護をしてもらいたいのか

等、自分の希望に基づいてそのために

どんな代理権を与えておくのが良いの

かを考えておくことが必要です。ただ

し、身の回りの世話などの事実行為は

含まれないので、法律行為を中心に委

任事項を決めることになります。また、

任意後見契約に盛り込めない事項とし

て、「一身専属的な権利の代理」が考

えられます。具体的には、遺言や結婚

・離婚、認知、養子縁組などです。

　また、制度利用に関しては費用が生

じます。任意後見契約の締結に公正証

書の作成費用や手数料がかかり、実際

に契約の効力が生じた後は、任意後見

人や任意後見監督人による事務遂行に

つき報酬や経費がかかります。

（おひとりさまの任意後見制度の利用

について）

　前述のとおり、任意後見制度は、将

来、判断能力が不十分になった場合に

備えて、財産管理や身上監護をあらか

じめ自分の信頼のおける者に委任でき

る制度です。そのため、おひとりさまの

ように信頼できる親族がいない場合に

は、第三者の専門職（弁護士・司法書士

・社会福祉士等）を任意後見人に選任

することを検討しないといけません。

　また、任意後見契約は判断能力が低

下してから効力が発生するため、それ

までの間、定期的に連絡を取り、状況

を確認する「見守り契約」や、判断能

力があるうちから財産管理を委任する

「財産管理委任契約」を併せて利用す

ることが望ましいと思われます。さら

に、本人が亡くなった後の事務処理（葬

儀、お墓の手続き等）は、任意後見契

約には含まれませんので、別途、「死

後事務委任契約」も締結しておくと安

心でしょう。

（最後に）

　高齢化が進む日本において、将来的

に判断能力が低下していくことへの不

安を抱えるおひとりさまも増加傾向に

あります。この課題に対しては、社会

全体での支援体制を構築していかなけ

ればならないことです。その中で、任

意後見制度の利用というのは、特にお

ひとりさまの将来への備えとしては大

変心強い制度であると思われます。

　

日

本

ア

ニ

メ

映

画

の

勢

い

が

止

ま

り

ま

せ

ん

。

今

年

７

月

�

日

に

封

切

ら

れ

た

『

鬼

滅

の

刃

・

無

限

城

編

第

一

章

』

は

、

シ

ネ

コ

ン

の

ス

ク

リ

ー

ン

を

占

拠

し

、

公

開

日

か

ら

の

４

日

間

で

５

１

６

万

人

を

動

員

・

興

行

収

入

�

億

円

と

な

っ

て

い

ま

す

。

連

日

盛

況

で

大

ヒ

ッ

ト

を

続

け

て

い

る

邦

画

『

国

宝

』

が

公

開

�

日

間

で

動

員

４

８

６

万

人

興

収

�

億

円

で

あ

る

事

と

比

較

し

て

も

、

『

鬼

滅

の

刃

』

が

い

か

に

驚

異

的

で

あ

る

か

が

覗

え

ま

す

。

『

鬼

滅

の

刃

』

は

テ

レ

ビ

版

と

劇

場

版

で

構

成

さ

れ

て

い

ま

す

が

、

い

ず

れ

も

原

作

の

ス

ト

ー

リ

ー

が

忠

実

に

映

像

化

さ

れ

て

お

り

、

ア

ニ

メ

ー

シ

ョ

ン

映

像

の

美

し

さ

・

素

晴

ら

し

さ

が

見

事

に

増

幅

さ

れ

た

形

に

な

っ

て

い

ま

す

。

ま

た

、

敵

も

味

方

も

キ

ャ

ラ

ク

タ

ー

が

斬

新

か

つ

多

彩

で

人

物

背

景

が

丁

寧

に

描

か

れ

て

い

る

こ

と

も

大

ヒ

ッ

ト

の

要

因

だ

と

感

じ

ま

し

た

。

　

２

０

２

５

年

最

新

の

日

本

ア

ニ

メ

映

画

世

界

興

収

ラ

ン

キ

ン

グ

で

は

、

２

０

２

０

年

公

開

の

『

鬼

滅

の

刃

・

無

限

列

車

編

』

が

５

１

７

億

円

で

１

位

と

な

り

、

こ

れ

ま

で

�

年

間

ト

ッ

プ

を

守

り

続

け

た

『

千

と

千

尋

の

神

隠

し

』

（

４

０

２

億

円

）

を

抜

い

て

い

ま

す

。

３

位

は

新

海

誠

監

督

の

『

君

の

名

は

。

』

（

２

０

１

６

年

公

開

）

で

す

。

ジ

ブ

リ

作

品

は

や

は

り

人

気

が

高

く

、

５

位

『

も

の

の

け

姫

』

６

位

『

ハ

ウ

ル

の

動

く

城

』

７

位

『

崖

の

上

の

ポ

ニ

ョ

』

が

ラ

ン

ク

イ

ン

し

て

い

ま

す

が

、

多

様

化

す

る

日

本

ア

ニ

メ

映

画

の

今

後

が

楽

し

み

で

す

。

　

今

回

は

、

今

年

７

月

に

訪

れ

た

「

三

鷹

の

森

ジ

ブ

リ

美

術

館

」

に

つ

い

て

お

話

し

ま

す

。

未

だ

に

人

気

が

衰

え

る

事

な

く

、

入

場

チ

ケ

ッ

ト

は

日

時

指

定

の

予

約

制

で

販

売

さ

れ

て

い

ま

す

。

当

日

は

、

訪

日

外

国

人

観

光

客

の

増

加

の

影

響

も

あ

っ

て

来

場

者

の

８

割

近

く

が

外

国

人

で

し

た

。

井

の

頭

公

園

に

隣

接

す

る

エ

リ

ア

に

鎮

座

す

る

建

造

物

は

屋

上

・

地

上

２

階

・

地

下

１

階

の

構

造

で

、

地

下

１

階

の

シ

ネ

マ

土

星

座

で

は

、

オ

リ

ジ

ナ

ル

短

編

ア

ニ

メ

『

め

い

と

こ

ね

こ

バ

ス

』

が

上

映

さ

れ

て

い

ま

し

た

。

『

と

な

り

の

ト

ト

ロ

』

の

ス

ピ

ン

オ

フ

作

品

で

、

ね

こ

バ

ス

の

子

供

と

め

い

ち

ゃ

ん

の

ハ

ー

ト

フ

ル

な

冒

険

物

語

で

し

た

。

館

内

は

、

常

設

・

企

画

展

示

室

を

中

心

に

ジ

ブ

リ

作

品

の

歴

史

や

ア

ニ

メ

映

画

が

出

来

上

が

る

ま

で

等

が

紹

介

さ

れ

て

い

ま

す

が

、

迷

路

の

よ

う

な

建

物

の

中

に

順

路

は

な

く

、

歩

き

回

っ

て

面

白

い

も

の

を

探

す

と

い

う

コ

ン

セ

プ

ト

に

な

っ

て

い

ま

し

た

。

　

迷

子

に

な

り

な

が

ら

も

、

屋

上

庭

園

の

ロ

ボ

ッ

ト

兵

の

像

＝

写

真

＝

に

到

着

。

『

天

空

の

城

ラ

ピ

ュ

タ

』

は

想

い

出

深

い

マ

イ

ベ

ス

ト

作

品

な

の

で

す

。

（１１） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　小宮敦史（こみや・あつし）氏の略歴　

平成３年大蔵省入省、９年若松税務署長、

�年主税局税制第一課主税企画官、令和元

年主税局総務課長、２年国税庁長官官房審

議官（国際担当）、３年近畿財務局長、４

年主税局参事官兼大臣官房企画調整主幹

（国際租税総括官）、５年大臣官房審議官

（主税局担当）、６年国税庁次長、７年７

月から現職。

　

７

月

１

日

付

で

東

京

国

税

局

長

に

就

任

し

た

小

宮

敦

史

氏

は

こ

の

ほ

ど

、

国

税

記

者

ク

ラ

ブ

と

の

記

者

会

見

を

行

っ

た

＝

写

真

。

小

宮

局

長

は

、

「

税

務

行

政

の

Ｄ

Ｘ

を

積

極

的

に

推

進

し

、

数

々

の

重

点

課

題

に

対

応

で

き

る

組

織

へ

進

化

し

て

い

く

必

要

が

あ

る

」

と

就

任

の

抱

負

を

述

べ

、

Ａ

Ｉ

・

デ

ー

タ

分

析

を

活

用

し

た

調

査

方

針

な

ど

に

つ

い

て

語

っ

た

（

詳

細

を

電

子

版

に

掲

載

し

て

お

り

ま

す

）

。

　

―

―

就

任

に

当

た

っ

て

の

抱

負

　

グ

ロ

ー

バ

ル

化

や

デ

ジ

タ

ル

化

が

急

速

に

進

展

す

る

な

ど

、

経

済

社

会

全

体

は

大

き

な

構

造

転

換

期

に

あ

り

ま

す

。

税

務

行

政

を

取

り

巻

く

環

境

も

大

き

く

変

化

し

、

こ

う

し

た

社

会

の

変

化

に

組

織

と

し

て

的

確

に

対

応

し

て

い

か

な

け

れ

ば

い

け

な

い

と

考

え

て

お

り

ま

す

。

そ

の

た

め

、

「

納

税

者

の

利

便

性

の

向

上

」

「

課

税

・

徴

収

事

務

の

効

率

化

・

高

度

化

等

」

「

事

業

者

の

デ

ジ

タ

ル

化

促

進

」

の

３

本

の

柱

を

税

務

行

政

の

Ｄ

Ｘ

と

し

て

積

極

的

に

推

進

し

、

こ

れ

に

よ

り

、

数

々

の

重

点

課

題

に

対

応

で

き

る

組

織

へ

進

化

し

て

い

く

必

要

が

あ

る

と

考

え

て

お

り

ま

す

。

　

東

京

国

税

局

は

、

規

模

に

お

い

て

日

本

の

国

税

組

織

の

中

で

１

番

大

き

く

、

内

容

に

お

き

ま

し

て

も

税

務

行

政

を

取

り

巻

く

環

境

の

変

化

の

最

前

線

に

あ

る

と

認

識

し

て

お

り

ま

す

の

で

、

国

税

組

織

全

体

を

牽

引

す

る

立

場

に

あ

る

と

い

う

思

い

で

、

し

っ

か

り

重

点

課

題

に

取

り

組

ん

で

い

き

た

い

と

考

え

て

お

り

ま

す

。

　

こ

れ

に

加

え

て

、

酒

類

業

の

健

全

な

発

達

も

国

税

組

織

の

果

た

す

べ

き

重

要

な

任

務

の

一

つ

に

ご

ざ

い

ま

す

。

先

般

、

「

伝

統

的

な

酒

造

り

」

が

ユ

ネ

ス

コ

の

無

形

文

化

遺

産

に

登

録

さ

れ

た

こ

と

も

ご

ざ

い

ま

す

の

で

、

今

後

、

あ

ら

ゆ

る

機

会

を

捉

え

、

酒

類

業

の

活

性

化

に

積

極

的

に

取

り

組

ん

で

い

き

た

い

と

考

え

て

お

り

ま

す

。

　

―

―

Ａ

Ｉ

・

デ

ー

タ

分

析

を

活

用

し

た

東

京

局

の

調

査

等

の

取

組

み

に

つ

い

て

　

Ａ

Ｉ

・

デ

ー

タ

分

析

を

活

用

し

た

現

状

と

今

後

の

活

用

に

つ

い

て

は

、

税

務

行

政

を

進

め

る

に

当

た

り

、

組

織

全

体

で

デ

ー

タ

活

用

の

取

組

み

が

事

務

運

営

へ

実

装

さ

れ

る

こ

と

が

基

本

と

考

え

て

い

る

と

こ

ろ

で

す

。

　

東

京

局

で

は

、

局

と

し

て

元

々

保

有

す

る

情

報

に

加

え

、

外

国

の

当

局

、

あ

る

い

は

民

間

機

関

か

ら

収

集

す

る

さ

ま

ざ

ま

な

情

報

な

ど

、

大

量

で

広

範

な

デ

ー

タ

を

整

理

し

、

有

効

活

用

す

る

た

め

、

分

析

ツ

ー

ル

等

を

用

い

た

マ

ッ

チ

ン

グ

や

機

械

学

習

等

の

手

法

に

よ

る

分

析

を

行

っ

て

い

る

と

こ

ろ

で

す

。

そ

の

分

析

結

果

を

活

用

す

る

こ

と

に

よ

り

、

納

税

者

の

コ

ン

プ

ラ

イ

ア

ン

ス

リ

ス

ク

を

客

観

的

に

測

定

・

把

握

し

、

リ

ス

ク

や

非

違

類

型

に

応

じ

て

、

行

政

指

導

、

署

内

調

査

な

ど

最

適

な

接

触

方

法

を

選

択

し

、

効

率

的

な

処

理

を

行

っ

て

い

ま

す

。

　

そ

の

一

方

で

、

調

査

必

要

度

が

高

い

と

判

定

さ

れ

る

納

税

者

に

対

し

て

は

、

実

地

調

査

に

よ

り

調

査

事

務

量

を

重

点

的

に

投

下

す

る

―

―

そ

う

い

っ

た

形

で

、

限

ら

れ

た

事

務

量

を

効

果

的

・

効

率

的

に

活

用

し

て

い

く

こ

と

と

し

て

お

り

ま

す

。

　

ま

た

、

滞

納

整

理

で

は

、

集

中

電

話

催

告

セ

ン

タ

ー

室

に

よ

る

催

告

時

に

納

税

者

の

業

種

等

や

、

過

去

の

架

電

履

歴

（

電

話

の

履

歴

）

か

ら

分

析

し

た

、

曜

日

・

時

間

帯

ご

と

の

応

答

予

測

モ

デ

ル

を

活

用

す

る

こ

と

で

応

答

率

の

向

上

を

図

る

取

組

み

を

進

め

て

お

り

ま

す

。

　

―

―

税

務

行

政

の

Ｄ

Ｘ

に

つ

い

て

　

冒

頭

に

も

申

し

上

げ

ま

し

た

よ

う

に

、

税

務

行

政

を

取

り

巻

く

環

境

が

大

き

く

変

化

を

し

て

い

く

中

で

、

税

務

行

政

が

国

民

の

期

待

に

応

え

て

使

命

を

果

た

し

て

い

く

た

め

に

は

、

こ

の

Ｄ

Ｘ

を

大

胆

に

進

め

て

い

く

と

い

う

こ

と

が

鍵

に

な

る

と

考

え

て

お

り

ま

す

。

納

税

者

の

利

便

性

向

上

へ

の

取

組

み

に

つ

い

て

は

、

ま

ず

、

代

表

的

な

も

の

が

所

得

税

の

確

定

申

告

で

す

が

、

令

和

６

年

分

の

確

定

申

告

で

は

、

利

便

性

の

高

い

ス

マ

ホ

申

告

を

中

心

と

し

た

各

種

施

策

を

講

ず

る

こ

と

に

よ

り

、

自

宅

か

ら

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

利

用

者

拡

大

に

積

極

的

に

取

り

組

ん

だ

と

こ

ろ

で

す

。

　

当

局

と

い

た

し

ま

し

て

は

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

及

び

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

を

利

用

し

た

ス

マ

ホ

申

告

の

利

便

性

を

積

極

的

に

広

報

す

る

こ

と

と

し

て

お

り

ま

す

。

　

ま

た

、

「

確

定

申

告

書

等

作

成

コ

ー

ナ

ー

」

は

、

税

制

改

正

の

対

応

も

し

て

い

ま

す

の

で

、

令

和

７

年

度

以

降

の

所

得

税

で

適

用

さ

れ

る

基

礎

控

除

の

見

直

し

に

つ

い

て

も

、

こ

の

作

成

コ

ー

ナ

ー

を

利

用

い

た

だ

け

れ

ば

自

動

計

算

で

申

告

書

を

作

成

す

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

手

作

業

で

や

っ

て

い

る

と

、

ど

う

し

て

も

税

制

改

正

が

反

映

し

き

れ

な

い

こ

と

も

あ

り

ま

す

が

、

作

成

コ

ー

ナ

ー

を

ご

利

用

い

た

だ

け

ば

、

簡

単

に

間

違

い

な

く

申

告

書

が

作

成

で

き

る

と

い

う

こ

と

も

広

報

し

て

い

き

た

い

と

考

え

て

い

ま

す

。

　

こ

の

ほ

か

、

所

得

税

等

の

確

定

申

告

以

外

に

つ

い

て

も

、

法

人

税

申

告

の

添

付

書

類

を

含

め

た

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

や

相

続

税

申

告

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

さ

ら

な

る

推

進

に

取

り

組

ん

で

い

く

こ

と

と

し

て

お

り

ま

す

。

　

公

益

社

団

法

人

札

幌

南

法

人

会

女

性

部

会

（

上

田

美

千

子

部

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

Ｎ

Ｐ

Ｏ

法

人

北

海

道

勤

労

者

安

全

衛

生

セ

ン

タ

ー

の

事

務

局

長

理

事

・

木

下

真

一

氏

を

講

師

に

迎

え

「

カ

ス

ハ

ラ

の

実

態

と

北

海

道

カ

ス

ハ

ラ

防

止

条

例

」

と

題

し

て

講

演

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

北

海

道

で

は

カ

ス

タ

マ

ー

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト

防

止

条

例

が

今

年

４

月

１

日

か

ら

施

行

に

な

っ

た

こ

と

を

踏

ま

え

、

カ

ス

ハ

ラ

の

防

止

の

取

り

組

み

や

、

意

識

し

な

い

う

ち

に

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト

に

な

っ

て

い

る

事

例

な

ど

を

紹

介

し

た

。

　

企

業

経

営

者

に

は

不

当

・

悪

質

ク

レ

ー

ム

か

ら

従

業

員

を

守

る

対

応

が

求

め

ら

れ

る

こ

と

や

、

逆

に

本

来

は

商

品

・

サ

ー

ビ

ス

や

顧

客

態

度

、

シ

ス

テ

ム

な

ど

の

向

上

の

た

め

の

ク

レ

ー

ム

で

あ

っ

て

も

、

長

時

間

に

渡

た

る

時

や

過

剰

な

要

求

と

な

る

と

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト

と

な

る

こ

と

な

ど

、

注

意

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

説

明

が

あ

っ

た

。

　

参

加

者

か

ら

は

「

今

ま

で

以

上

に

注

意

し

た

対

応

が

必

要

」

と

の

感

想

が

出

て

い

た

。

　

東

京

・

公

益

社

団

法

人

武

蔵

府

中

青

色

申

告

会

（

相

原

博

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

「

親

子

租

税

学

習

ツ

ア

ー

」

を

開

催

し

た

。

今

回

で

�

回

目

の

開

催

。

　

毎

年

大

好

評

で

、

今

年

は

定

員

（

�

組

）

の

５

倍

、

１

８

０

組

の

応

募

が

あ

っ

た

。

　

当

日

は

上

野

の

「

タ

ッ

ク

ス

☆

ス

ペ

ー

ス

Ｕ

Ｅ

Ｎ

Ｏ

」

で

、

租

税

教

室

や

ク

イ

ズ

、

ゲ

ー

ム

で

楽

し

く

税

を

学

び

、

国

税

庁

の

キ

ャ

ラ

ク

タ

ー

「

イ

ー

タ

君

」

の

プ

ラ

板

づ

く

り

、

１

億

円

の

重

さ

体

験

な

ど

を

し

た

。

　

そ

の

後

は

国

立

科

学

博

物

館

を

自

由

に

見

学

し

た

り

＝

写

真

、

ス

カ

イ

ツ

リ

ー

を

眺

め

な

が

ら

の

ラ

ン

チ

バ

イ

キ

ン

グ

を

堪

能

し

た

。

　

参

加

し

た

児

童

や

保

護

者

か

ら

は

、

「

税

金

が

ど

の

よ

う

に

使

わ

れ

て

い

る

か

知

る

こ

と

が

で

き

た

」

「

親

子

で

学

べ

て

良

い

時

間

を

過

ご

す

こ

と

が

で

き

た

」

「

ま

た

参

加

し

た

い

」

な

ど

の

感

想

が

寄

せ

ら

れ

た

。

（１２）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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